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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各種制御手段を具備する制御基板を収容するボックスベースと、
　前記ボックスベースの開口部を覆うボックスカバーと、
　前記ボックスベースと前記ボックスカバーとを連結して、前記ボックスベースと前記ボ
ックスカバーとの間に制御基板を封印する連結手段と、
　前記連結手段による前記基板ボックスの封印状態が解除された後、再度、制御基板を封
印するための封印手段とを具備する基板ボックスを備える遊技機において、
　前記連結手段は、前記ボックスベース及び前記ボックスカバーに対して取外し不可能に
設けられ、前記連結手段を用いて、前記ボックスベースと前記ボックスカバーとを連結状
態とすると、当該連結状態を解除不可能となり、
　前記ボックスベース及び前記ボックスカバーのうち、遊技機の本体側と連結されている
結合部を含む部位を前記基板ボックスから除去することで、前記連結手段による前記基板
ボックスの封印状態が解除される構成であって、
　前記ボックスベースと前記ボックスカバーとの間に収容される内蓋と、
　前記連結手段による前記基板ボックスの封印状態が解除された後、前記ボックスベース
と前記内蓋とを連結して、前記ボックスベース又は前記ボックスカバーと、前記内蓋との
間に、制御基板を封印するための封印部材とを備えていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記基板ボックスは、前記連結手段による前記基板ボックスの封印状態において、未使
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用の前記封印部材を収容しておく部材収容部を備え、
　前記連結手段による前記基板ボックスの封印状態では前記封印部材についても前記基板
ボックスに封入されて前記部材収容部から取外し不可能な状態とされ、
　前記連結手段による前記基板ボックスの封印状態が解除されることで、前記部材収容部
から前記封印部材を取外して使用可能な状態とされることを特徴とする請求項１に記載の
遊技機。
【請求項３】
　前記連結手段は、前記ボックスベースに設けられたベース側連結部と、前記ボックスカ
バーに設けられたカバー側連結部と、前記ベース側連結部と前記カバー側連結部とにかけ
て形成される硬化性樹脂層とを備え、
　前記ベース側連結部及び前記カバー側連結部のうち一方側には、他方側に向けて突出し
、略先端部において爪部が形成された係止部が設けられ、他方側には、前記係止部を挿通
可能な係止孔と、前記係止孔に挿通状態とされた前記係止部の前記爪部と係止状態とされ
る支持部とが設けられ、
　前記係止部を前記係止孔に挿通させるようにして前記ボックスベースと前記ボックスカ
バーとを突き合せた後、前記爪部の突出方向に沿って前記ボックスベースに対して前記ボ
ックスカバーを相対変位させることで、前記係止部の前記爪部が前記支持部に係止され、
前記ボックスベースと前記ボックスカバーとが組み付けられる構成であって、
　前記硬化性樹脂層は、前記ボックスベースと前記ボックスカバーとの組付け状態におい
て、前記係止部が挿通状態とされた前記係止孔に対して硬化性樹脂を注入し、硬化させる
ことにより形成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機等の遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一種として、パチンコ遊技機やスロットマシン等が知られている。これらの遊
技機は、ＣＰＵ（中央処理装置）や、遊技に関わる制御プログラムが記憶されたＲＯＭ等
の電子部品（制御手段）が実装された制御基板を備えており、当該制御基板に設けられた
各制御手段によって一連の遊技が制御されている。
【０００３】
　この種の遊技機においては、不正な利益を得ることを目的として、制御基板を不正に取
り外して当該基板のＲＯＭ（ＣＰＵやＲＯＭが１チップ化されている場合は当該チップ）
 を交換し遊技内容を変更したり、リード線等により外部から不正な電気信号を制御基板
に入力させたりする等、制御手段や制御基板に対しての不正行為が数多く報告されており
、各種の不正対策が検討されている。例えば、基板ボックスに封印構造（いわゆる、カシ
メ構造）を持たせて、基板ボックスの開封時には破壊等による開封履歴（開封の痕跡）を
残すようにする等の不正対策が採用されている（例えば特許文献１参照）。
【０００４】
　一般的に、封印構造を備える基板ボックスは、制御基板を収容するボックスベースと、
ボックスベースの開口部を閉塞するボックスカバーと、ボックスベースに設けられたベー
ス側連結部と、ボックスカバーに設けられたカバー側連結部とを備えている。そして、ボ
ックスベースとボックスカバーとを組付けると、ベース側連結部に形成された係止凹部と
カバー側連結部に形成された係止孔とが位置合わせされ、係止孔及び係止凹部に対して、
ピンやねじ等により構成されるカシメ部材を差込む（圧入する、螺着する）ことで、ボッ
クスベースとボックスカバーとが連結される構成となっている。
【０００５】
　さらに、係止孔及び係止凹部に差込まれたカシメ部材は、ベース側連結部及びカバー側
連結部のうち少なくとも一方側を破壊（除去）しない限り取外し不可能に構成されている
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。つまり、基板ボックスを開封する際には、基板ボックスに対して所定の痕跡が形成され
ることから、不正開封を発見することができる。
【特許文献１】特開２００３－１８０９１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記の構成を有する基板ボックスを２つ用意し、そのうちの一方の基板
ボックスに関しては、カバー側連結部を破壊することで当該基板ボックスを開封し、他方
の基板ボックスに関しては、ベース側連結部を破壊することで当該基板ボックスを開封し
た場合、それぞれ無傷の（開封に起因する痕跡のない）ボックスベース及びボックスカバ
ーを得ることができてしまう。従って、上記のようにして得たボックスベース及びボック
スカバーに不正な制御基板（例えば、ＲＯＭが取替えられた制御基板）を収容し、基板ボ
ックスごと交換するといった不正行為が行われた場合には、外観上、制御基板が取り替え
られたことが分からなくなるため、当該不正行為の発見が非常に困難になってしまうおそ
れがある。
【０００７】
　また、一般に、従来の封印構造は、基板ボックスの外周部に対して付随的に設けられて
いる。このため、基板ボックスが不正開封され、開封の痕跡が形成されたとしても、開封
の痕跡の発見を目的として基板ボックスの検査を行わなければ、かかる開封の痕跡を見逃
してしまうおそれがある。
【０００８】
　なお、上記課題は、パチンコ機に限らず、同様の基板ボックス構造を有する他の遊技機
にも該当する問題である。
【０００９】
　本発明は、上記例示した問題点等を解決するためになされたものであり、その目的は、
基板ボックスを備えた遊技機において、制御基板に関する不正行為をより確実かつ早期に
把握することのできる遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１に記載の遊技機は、
　各種制御手段を具備する制御基板を収容するボックスベースと、
　前記ボックスベースの開口部を覆うボックスカバーと、
　前記ボックスベースと前記ボックスカバーとを連結して、前記ボックスベースと前記ボ
ックスカバーとの間に制御基板を封印する連結手段と、
　前記連結手段による前記基板ボックスの封印状態が解除された後、再度、制御基板を封
印するための封印手段とを具備する基板ボックスを備える遊技機において、
　前記連結手段は、前記ボックスベース及び前記ボックスカバーに対して取外し不可能に
設けられ、前記連結手段を用いて、前記ボックスベースと前記ボックスカバーとを連結状
態とすると、当該連結状態を解除不可能となり、
　前記ボックスベース及び前記ボックスカバーのうち、遊技機の本体側と連結されている
結合部を含む部位を前記基板ボックスから除去することで、前記連結手段による前記基板
ボックスの封印状態が解除される構成であって、
　前記ボックスベースと前記ボックスカバーとの間に収容される内蓋と、
　前記連結手段による前記基板ボックスの封印状態が解除された後、前記ボックスベース
と前記内蓋とを連結して、前記ボックスベース又は前記ボックスカバーと、前記内蓋との
間に、制御基板を封印するための封印部材とを備えていることを特徴としている。

                                                                                
【発明の効果】
【００１１】
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　請求項１によれば、基板ボックスに収容された制御基板に関する不正行為を確実かつ早
期に把握することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、パチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）の一実施形態を、図面に基
づいて詳細に説明する。ここで、図１はパチンコ機１０の正面図であり、図２は斜視図で
あり、図３は内枠１２及び前面枠セット１４を開放した状態を示す斜視図である。図４は
内枠１２及び遊技盤３０等の構成を示す正面図である。図５はパチンコ機１０の背面図で
あり、図６は内枠１２及び裏パックユニット２０３等を開放した状態を示す斜視図である
。但し、図３では便宜上、遊技盤３０面上に配設される釘や役物、前面枠セット１４に取
付けられるガラスユニット１３７等を省略して示している。
【００１３】
　図３等に示すように、パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外郭を構成する外枠１
１を備えており、この外枠１１の一側部に内枠１２が開閉可能に支持されている。
【００１４】
　外枠１１は、図６等に示すように、上辺枠構成部１１ａ及び下辺枠構成部１１ｂが木製
の板材により構成され、左辺枠構成部１１ｃ及び右辺枠構成部１１ｄがアルミニウム合金
製の押出成形材により構成され、これら各枠構成部１１ａ～１１ｄがネジ等の離脱可能な
締結具により全体として矩形枠状に組み付けられている。
【００１５】
　左辺枠構成部１１ｃの上下端部には、それぞれ上ヒンジ８１及び下ヒンジ８２が取着さ
れている（図１参照）。当該上ヒンジ８１及び下ヒンジ８２にて、内枠１２の上下部が回
動可能に支持されており、これにより内枠１２が開閉可能となる。そして、外枠１１の内
側に形成される空間部に内枠１２等が収容される。
【００１６】
　また、右辺枠構成部１１ｄには、その幅方向後端部近傍から外枠１１内側へ向け突出し
た延出壁部８３が形成されている。延出壁部８３は、内枠１２の右側部背面側に設けられ
る施錠装置６００（図６参照）に対応する上下区間全域を内枠１２の背面側から覆ってい
る（図５参照）。加えて、図３に示すように、延出壁部８３の前面側には、施錠装置６０
０の係止部材が係止される上下一対の受部８４，８５が設けられている。また、下側の受
部８５には、後述する内枠開放検知スイッチ９２に当接する押圧部８６が、外枠１１内側
に向けて突設されている。
【００１７】
　さらに、下辺枠構成部１１ｂには樹脂製の幕板飾り８７が取着されている。幕板飾り８
７の上面奥部には、上方に突出するリブ８８が一体形成されている。これにより内枠１２
との間に隙間が形成されにくくなっている。
【００１８】
　図３に示すように、内枠１２の開閉軸線は、パチンコ機１０の正面からみて左側におい
て上下に沿って設定されており、この開閉軸線を軸心として内枠１２が前方側に開放でき
るようになっている。内枠１２は、外形が矩形状をなす樹脂ベース３８を主体に構成され
ており、当該樹脂ベース３８の中央部には略楕円形状の窓孔３９が形成されている。
【００１９】
　また、内枠１２の前面側には前面枠セット１４が開閉可能に取付けられている。前面枠
セット１４は、内枠１２と同様に、パチンコ機１０の正面から見て左側において上下に沿
って設定された開閉軸線を軸心として前方側に開放できるようになっている。
【００２０】
　前面枠セット１４は、内枠１２と同様に外形が矩形状をなし、閉鎖状態においては内枠
１２の前面側ほぼ全域を覆う。前面枠セット１４の中央部には略楕円形状の窓部１０１が
形成されている。これにより、前面枠セット１４の窓部１０１及び内枠１２の窓孔３９を
介して、内枠１２の後面に装着される遊技盤３０（遊技領域）を外部から視認可能となる
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。遊技盤３０の詳細な構成については後述する。
【００２１】
　図１に示すように、前面枠セット１４の前面側には、その下部中央において球受皿とし
ての下皿１５が設けられており、排出口１６より排出された遊技球が下皿１５内に貯留可
能になっている。また、下皿１５の手前側には、下皿１５内から遊技球を排出するための
球抜きレバー２５が設けられている。加えて、下皿１５の左部には、ＬＥＤが内蔵された
演出ボタン１２５が設けられており、演出ボタン１２５を押圧操作することで、後述する
装飾図柄表示装置４２等において対応する演出が行われたり、演出内容が変更されたりす
る。
【００２２】
　下皿１５の右方には、手前側に突出した遊技球発射ハンドル（以下、単にハンドルとい
う）１８が設けられている。尚、ハンドル１８には、図示しないタッチセンサや、ハンド
ル１８の操作部の操作量を検出するための図示しない操作量検出手段が設けられている。
【００２３】
　下皿１５の上方には上皿１９が設けられている。上皿１９は、遊技球を一旦貯留し、一
列に整列させながら後述する発射手段としての遊技球発射装置（以下、単に発射装置とい
う）６０の方へ案内する球受皿である。なお、上皿１９が遊技球で一杯になった状態では
、払出される遊技球は下皿１５へと案内される。
【００２４】
　上皿１９には球貸しボタン１２１と返却ボタン１２２とが設けられている。これにより
、遊技ホール等において、パチンコ機１０の側方に配置されるカードユニット（球貸しユ
ニット）に紙幣やカード等を投入した状態で球貸しボタン１２１が操作されると、その操
作に応じて貸出球が上皿１９に供給される。一方、返却ボタン１２２は、カードユニット
に挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。但し、カードユニットを介さずに
球貸し装置等から上皿１９に遊技球が直接貸し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では
球貸しボタン１２１及び返却ボタン１２２は不要である。
【００２５】
　さらに、上皿１９には、球抜きボタン１２３が設けられている。球抜きボタン１２３が
押圧操作されることで、上皿１９の球案内路の下流側に設けられ、下皿１５に連通する連
通孔（図示略）が開口し、上皿１９に貯留されていた遊技球が下皿１５へと案内される（
落下する）。つまり、遊技者は、球抜きボタン１２３を操作することで、上皿１９にある
遊技球をいつでも下皿１５に移すことができる。
【００２６】
　また、前面枠セット１４の前面にはその周囲に各種ランプ等の発光手段が設けられてい
る。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて
点灯、点滅といった発光態様が変更制御され遊技中の演出効果を高める役割を果たすもの
である。例えば、窓部１０１の周縁には、ＬＥＤ等の発光手段を内蔵した環状電飾部１０
２が設けられている。また、該環状電飾部１０２の両側部には、所定のエラー時に点灯す
るエラー表示ランプ１０４が設けられている。尚、環状電飾部１０２のうち各エラー表示
ランプ１０４の上方部位には、前面枠セット１４の背面に設けられるスピーカＳＰ（図３
参照）に対応して細かな透孔が多数形成されている。
【００２７】
　前面枠セット１４の背面側にはガラスユニット１３７が取付けられている。ガラスユニ
ット１３７は、従来の前後一対の矩形状の板ガラスが前後対をなして別々に取着されるも
のではなく、全体として丸形をなし、アッセンブリ化された上で取付けられている。
【００２８】
　次に、内枠１２（樹脂ベース３８）について図４を参照して説明する。上述した通り、
内枠１２（樹脂ベース３８）には、窓孔３９の後側において遊技盤３０が装着されている
。遊技盤３０は、その周縁部が内枠１２（樹脂ベース３８）の裏側に当接した状態で取着
されている。従って、遊技盤３０の前面部の略中央部分が樹脂ベース３８の窓孔３９を通
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じて内枠１２の前面側に露出した状態となっている。
【００２９】
　また、内枠１２（樹脂ベース３８）の前面下部、すなわち窓孔３９（遊技盤３０）の下
方位置には、発射装置６０及び当該発射装置６０より発射された直後の遊技球を案内する
発射レール６１が取付けられている。本実施形態では、発射装置６０としてソレノイド式
発射装置を採用している。また、発射装置６０の上方には、上皿１９から案内される遊技
球を、内蔵された駆動手段（例えばソレノイド）の駆動により、１球ずつ発射装置６０の
発射位置へと案内する球送り装置６３が設けられている。
【００３０】
　次に、遊技盤３０の構成について図４を参照して説明する。遊技盤３０には、一般入賞
口３１、可変入賞装置３２、第１契機対応ユニット（作動口）３３、第２契機対応口３４
、可変表示装置ユニット３５等がルータ加工によって形成された貫通孔に配設され、遊技
盤３０前面側から木ネジ等により取付けられている。周知の通り一般入賞口３１、可変入
賞装置３２、第１契機対応ユニット３３などの各種入賞口に遊技球が入球（入賞）すると
、後述する各種検出スイッチにより検出され、上皿１９（又は下皿１５）へ所定数の賞球
が払い出される。その他に、遊技盤３０にはアウト口３６が設けられており、一般入賞口
３１等の各種入賞口に入賞しなかった遊技球は、このアウト口３６を通って遊技領域外へ
と排出される。また、遊技盤３０には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために
多数の釘が植設されているとともに、風車等の各種部材（役物）が配設されている。
【００３１】
　第１契機対応ユニット３３は、上入賞口３３ａ及び下入賞口３３ｂを備えるとともに、
下入賞口３３ｂに対応して一対の開閉部材３３ｃを備えている。これにより、上入賞口３
３ａが遊技球が常時入球可能な開状態となっているのに対し、下入賞口３３ｂは、開閉部
材３３ｃが所定条件の成立に応じて開閉動作することにより、遊技球が入球不能な閉状態
と、遊技球が入球可能な開状態とに切換わる。例えば、下入賞口３３ｂは、通常モード時
には開閉部材３３ｃが開状態となり規定時間（例えば０．２秒）の経過した場合又は規定
個数（例えば１個）の遊技球の入球があった場合に閉状態となる。この開閉処理は、通常
モード時においては１回だけ行われる。また、上記構成に代えて、下入賞口３３ｂが、遊
技球が入球困難な閉状態と、遊技球が前記閉状態より入球容易な開状態とに切換わる構成
としてもよい。
【００３２】
　可変表示装置ユニット３５には、第２契機対応口３４の通過をトリガとして変動表示す
る普通図柄表示装置４１と、第１契機対応ユニット３３（上入賞口３３ａ又は下入賞口３
３ｂ）への入賞をトリガとして変動表示する特別表示装置４３と、特別表示装置４３によ
る変動表示に合わせて変動表示する装飾図柄表示装置４２とが設けられている。
【００３３】
　普通図柄表示装置４１は、普通図柄として「○」又は「×」を点灯表示可能に構成され
ており、遊技球が第２契機対応口３４を通過する毎に例えば普通図柄を「○」→「×」→
「○」→・・・という具合に高速で切換表示（変動表示）する。そして、その変動表示が
「○」図柄（当選図柄）で数秒間停止した場合には、第１契機対応ユニット３３が所定時
間だけ作動状態となる。この普通図柄表示装置４１は、後述する主制御装置２６１によっ
て直接的に表示内容が制御される。
【００３４】
　また、普通図柄表示装置４１の変動表示中に、新たに遊技球が第２契機対応口３４を通
過した場合には、その分の変動表示は、その時点で行われている変動表示の終了後に行わ
れる構成となっている。つまり、変動表示が待機（保留）されることとなる。この保留さ
れる変動表示の最大回数は、パチンコ機の機種毎に決められているが、本実施形態では４
回まで保留され、その保留回数が保留ランプ４４にて点灯表示されるようになっている。
【００３５】
　特別表示装置４３は、普通図柄表示装置４１の右側方に設けられ、赤、緑、青の発光色
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を有する三色発光ダイオード（三色ＬＥＤ）により構成されている。そして、遊技球が第
１契機対応ユニット３３に入賞する毎に色換え表示（変動表示）が行われ、変動表示が停
止したときの点灯態様（点灯色）により、大当たりか否かが確定的に表示される。
【００３６】
　より詳しくは、第１契機対応ユニット３３に対し遊技球が入賞すると、特別表示装置４
３は、３色ＬＥＤを赤→緑→青→赤→・・・という具合に高速で色換え表示（変動表示）
し、所定時間が経過すると、いずれかの色に決定表示する。高速の色換え表示とは、例え
ば４ｍｓｅｃ毎に赤、緑、青を順番に表示するという具合である。大当たり抽選に当選し
た場合には、この際、赤又は緑で決定表示（例えば数秒間停止）され、特別遊技状態が発
生する。特に、赤は、大当たり終了後の遊技モードが高確率モードであることを示す表示
であり、緑は、大当たり終了後の遊技モードが時間短縮モードであることを示す表示であ
る。なお、この特別表示装置４３についても、主制御装置２６１によって表示内容が直接
的に制御される。
【００３７】
　また、特別表示装置４３の変動表示中に新たに遊技球が第１契機対応ユニット３３に入
賞した場合には、その分の変動表示は、その時点で行われている変動表示の終了後に行わ
れる構成となっている。つまり、変動表示が待機（保留）されることとなる。この保留さ
れる変動表示の最大回数は、パチンコ機の機種毎に決められているが、本実施形態では４
回まで保留され、その保留回数が保留ランプ４６にて点灯表示されるようになっている。
また、大当たり状態中に新たに遊技球が第１契機対応ユニット３３に入賞した場合、その
分の変動表示についても保留される。
【００３８】
　装飾図柄表示装置４２は液晶表示装置として構成されており、後述するサブ制御装置２
６２及び表示制御装置４５によって表示内容が制御される。すなわち、装飾図柄表示装置
４２においては、特別表示装置４３にて表示される結果に対応させるように、主制御装置
２６１からのコマンドに基づき、サブ制御装置２６２によって補助的な表示内容が決定さ
れ、表示制御装置４５によって表示が行われる。装飾図柄表示装置４２には、例えば、上
、中及び下の３つの図柄列が表示される。各図柄列は複数の図柄によって構成されており
、これら図柄が図柄列毎にスクロールされるようにして装飾図柄表示装置４２に変動表示
され、その後、上図柄列→下図柄列→中図柄列の順に停止表示される。また、可変表示装
置ユニット３５には、装飾図柄表示装置４２を囲むようにしてセンターフレーム４７が配
設されている。
【００３９】
　可変入賞装置３２は、通常は遊技球が入賞できない閉状態になっており、大当たり（特
別遊技状態の発生）の際に、遊技球が入賞可能な開状態とされる。具体的には、規定時間
（例えば２９秒）の経過又は規定個数（例えば１０個）の入賞を１ラウンド（特賞状態）
として、可変入賞装置３２の大入賞口が所定回数（所定ラウンド数）繰り返し開放される
。
【００４０】
　また、遊技盤３０には、内レール構成部５１と外レール構成部５２とからなり、発射装
置６０から発射された遊技球を遊技盤３０上部へ案内するレール５０が取付けられている
。これにより、ハンドル１８の回動操作に伴い発射された遊技球は発射レール６１及びレ
ール５０を通じて、遊技盤３０とガラスユニット１３７との間に形成される遊技領域内に
案内される。
【００４１】
　内レール構成部５１の先端部分（図４の左上部）には戻り球防止部材５３が取着されて
いる。これにより、一旦、レール５０から遊技領域へと案内された遊技球が再度レール５
０内に戻ってしまうといった事態が防止される。
【００４２】
　また、本実施形態では、外レール構成部５２が遊技盤３０の右上部で途絶え、内レール
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構成部５１が遊技盤３０の右下部で途絶えている。このため、遊技領域は、レール５０及
び樹脂ベース３８の窓孔３９の内周面により画定される。但し、内外レール構成部５１，
５２の並行部分を除く。
【００４３】
　図３に示すように、前面枠セット１４の背面側には、窓部１０１の下方において、球通
路ユニット７０が設けられている。球通路ユニット７０は、後述する払出機構部３５２か
ら下皿１５の排出口１６へ繋がる下皿連通路７１と、払出機構部３５２から上皿１９へ繋
がる上皿連通路７３と備えている。また、内枠１２に設けられた発射レール６１とレール
ユニット５０（外レール構成部５２）との間には所定間隔の隙間があり、球通路ユニット
７０には、前記隙間より落下した遊技球を下皿１５へと案内するファール球通路７２が形
成されている。これにより、仮に、発射装置６０から発射された遊技球が戻り球防止部材
５３まで至らずファール球としてレール５０を逆戻りする場合には、そのファール球がフ
ァール球通路７２を介して下皿１５に排出される。
【００４４】
　また、図３及び図４中の符号６７は後述する払出機構部３５２により払出された遊技球
を内枠１２の前方に案内するための払出通路であり、上皿連通路７３（上皿１９）に通じ
る通路と、下皿連通路７１（下皿１５）に通じる通路とに分かれている。払出通路６７の
下方にはシャッタ６８が設けられており、前面枠セット１４を開放した状態では、バネ等
の付勢力によりシャッタ６８が前方に突出して払出通路６７の出口をほぼ閉鎖するように
なっている。また、前面枠セット１４を閉じた状態では、下皿連通路７１の入口側後端部
によってシャッタ６８が押し開けられるようになっている。尚、下皿連通路７１及び上皿
連通路７３の入口（球流入部）が隣接するとともに、前面枠セット１４の閉状態において
当該各入口と払出通路６７とが所定距離だけ離間しており、両者間の隙間を遊技球が通過
可能となっている。このため、上皿１９及び上皿連通路７３が遊技球で満杯となると、払
出される遊技球が下皿連通路７１側に流れ（下皿連通路７１の入口側に溢れ）、下皿連通
路７１を通って下皿１５に払出されることとなる。
【００４５】
　加えて、球通路ユニット７０には、下皿連通路７１内に位置する遊技球を検知する満杯
検知スイッチ（図示略）が設けられている。当該満杯検知スイッチの存在により、下皿１
５が遊技球で満杯になっていること（下皿１５が遊技球で満杯となり、下皿連通路７１に
おいて遊技球が滞留していること）を把握することができる。本実施形態では、満杯検知
スイッチによって所定時間継続して遊技球が検知されることに基づき、発射装置６０の打
出しを禁止するといった制御が行われる。尚、下皿連通路７１における遊技球の滞留が解
消され、満杯検知スイッチにより遊技球が検知されなくなると（所定時間継続して検知さ
れなくなると）発射装置６０の打出しが許容される。
【００４６】
　次に、パチンコ機１０の背面構成について図５、図６等を参照して説明する。パチンコ
機１０の背面には、各種制御基板が上下左右に並べられるようにして、一部前後に重ねら
れるようにして配置されており、さらに、遊技球を供給する遊技球供給装置（払出機構）
や樹脂製の保護カバー等が取り付けられている。払出機構及び保護カバーは１ユニットと
して一体化されており、一般に樹脂部分を裏パックと称することもあるため、ここではそ
のユニットを「裏パックユニット２０３」と称する。
【００４７】
　まず、遊技盤３０の背面構成について説明する。図６に示すように、遊技盤３０中央の
貫通孔に対応して配設された可変表示装置ユニット３５（図４参照）の背面側には、セン
ターフレーム４７を背後から覆う樹脂製のフレームカバー２１３が後方に突出して設けら
れている。また、フレームカバー２１３の背面側には、フレームカバー２１３の開口部か
ら前方に臨む液晶表示装置たる装飾図柄表示装置４２、表示制御装置４５及びサブ制御装
置２６２が前後に重ねられた状態で着脱可能に取り付けられている。
【００４８】
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　装飾図柄表示装置４２は、当該装飾図柄表示装置４２の表示部（液晶画面）をパチンコ
機１０の前面側に露出させるための開口部が形成された収容ボックス４２ａに収容されて
フレームカバー２１３の背面側に固定されている。表示制御装置４５は基板ボックス４５
ａに収容されて装飾図柄表示装置４２（収容ボックス４２ａ）の背面側に固定されている
。サブ制御装置２６２は基板ボックス２６２ａに収容されて表示制御装置４５（基板ボッ
クス４５ａ）の背面側に固定されている。尚、フレームカバー２１３内には、センターフ
レーム４７に内蔵されたＬＥＤ等を駆動するＬＥＤ制御基板等が配設されている。また、
収容ボックス４２ａ及び基板ボックス４５ａ，２６２ａは透明樹脂材料等により構成され
、内部が視認可能となっている。
【００４９】
　フレームカバー２１３の下方には裏枠セット２１５が、一般入賞口３１、可変入賞装置
３２及び第１契機対応ユニット３３等を背後から覆うようにして遊技盤３０に取付けられ
ている。裏枠セット２１５は、各種入賞口に入賞した遊技球を回収するための球回収機構
を備えている（図示略）。この球回収機構により回収された遊技球は、後述する排出通路
部２１７に案内され、排出通路部２１７の排出シュートからパチンコ機１０外部に排出さ
れる。
【００５０】
　主制御装置２６１は透明樹脂材料等よりなる基板ボックス２６３に収容されている。基
板ボックス２６３は、ボックスベースと該ボックスベースの開口部を覆うボックスカバー
とを備え、これらボックスベースとボックスカバーとが連結手段によって連結されている
。連結手段によって連結された基板ボックス２６３は、所定の痕跡を残さなければ開封で
きない構成となっている。これにより、基板ボックス２６３が不正に開封された旨を容易
に発見することができる。尚、基板ボックス２６３の詳細については後述する。
【００５１】
　また、本実施形態では、裏枠セット２１５が主制御装置２６１の取付台として機能し、
主制御装置２６１を搭載した基板ボックス２６３が、裏枠セット２１５に対し回動可能に
軸支され、後方に開放可能となっている。また、裏枠セット２１５には、主制御装置２６
１と裏枠セット２１５との間に形成される隙間を埋めるスペーサー（図示略）が回動可能
に設けられている。
【００５２】
　また、遊技盤３０には、入球手段としての一般入賞口３１等の各種入賞口に対応して、
当該各種入賞口へ入球した遊技球を検出する入球検出スイッチ（入球検出手段）が設けら
れている。具体的には、図４に示すように、一般入賞口３１に対応する位置には入賞口ス
イッチ２２１が設けられ、可変入賞装置３２にはカウントスイッチ２２３が設けられてい
る。また、第１契機対応ユニット３３には、上入賞口３３ａ及び下入賞口３３ｂそれぞれ
に対応して第１契機対応ユニットスイッチ２２４ａ，２２４ｂが設けられている。さらに
、第２契機対応口３４に対応する位置には第２契機対応口スイッチ２２５が設けられてい
る。
【００５３】
　また、図示は省略するが、裏枠セット２１５には、入賞口スイッチ２２１、カウントス
イッチ２２３、第２契機対応口スイッチ２２５、主制御装置２６１との電気的な接続を中
継する第１盤面中継基板（図示略）、遊技盤３０の下部に設けられる電飾部材のＬＥＤ基
板とサブ制御基板２６２との電気的な接続を中継する電飾中継基板（図示略）、及び、第
１契機対応ユニット３３の周縁部に配置され、前記電飾中継基板に接続されるＬＥＤ基板
が設けられている。この第１盤面中継基板は、入賞口スイッチ２２１等と、制御手段とし
ての主制御装置２６１とを中継するものであり、ケーブルコネクタを介して主制御装置２
６１と電気的に接続されている。
【００５４】
　これに対し、第１契機対応ユニット３３（上入賞口３３ａ又は下入賞口３３ｂ）への入
球を検出する第１契機対応スイッチ２２４ａ，２２４ｂは中継基板を経ることなくコネク
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タケーブルを介して直接主制御装置２６１に接続されている。
【００５５】
　各種入球検出スイッチにて各々検出された検出結果は、主制御装置２６１に取り込まれ
る。そして、該主制御装置２６１よりその都度の入賞状況に応じた払出指令（遊技球の払
出個数）が払出制御装置３１１に送信され、該払出制御装置３１１からの出力信号に基づ
き所定数の遊技球の払出しが実施される（第２契機対応口スイッチ２２５により検出され
た場合を除く。）
　この他、遊技盤３０の裏面には、図示は省略するが、可変入賞装置３２にて大入賞口を
開放する大入賞口用ソレノイドが設けられ、第１契機対応ユニット３３にて一対の開閉部
材３３ｃを開閉駆動する下入賞口用ソレノイドが設けられている。また、裏枠セット２１
５には、これらソレノイドと主制御装置２６１とを中継する第２盤面中継基板（図示略）
も設けられている。尚、裏枠セット２１５に搭載される検知スイッチ等は背面側から着脱
可能となっており（第１盤面中継基板は取外し不可としてもよい）、裏枠セット２１５を
遊技盤３０から取外さなくてもかかる検知スイッチ等のメンテナンスや交換等を行うこと
ができる。
【００５６】
　次に、裏パックユニット２０３の構成を説明する。図５に示すように、裏パックユニッ
ト２０３は、樹脂成形された裏パック３５１と、遊技球の払出機構部３５２とを一体化し
たものである。また、裏パックユニット２０３は、内枠１２の左側部（図５では右側）に
対して開閉可能に支持されており、上下方向に沿って延びる開閉軸線を軸心として後方に
開放できるようになっている。加えて、裏パックユニット２０３の左上部（図５では右上
部）には外部中継端子板２４０が設けられている。
【００５７】
　外部中継端子板２４０は、遊技ホールのホールコンピュータなどへの各種情報送信を中
継するためのものであり、複数の外部接続端子が設けられている。便宜上、符号は付さな
いが、例えば現在の遊技状態（大当たり状態や高確率状態等）に関する情報を出力するた
めの端子、後述する開放検知スイッチ９１，９２によって検出される前面枠セット１４や
内枠１２の開放に関する情報を出力するための端子、入球エラー、下皿満タンエラー、タ
ンク球無しエラー、払出しエラーなど各種エラー状態に関する情報を出力するための端子
、払出制御装置３１１から払出される賞球数に関する情報を出力するための端子などが設
けられている。
【００５８】
　裏パック３５１は例えばＡＢＳ樹脂により一体成形されており、パチンコ機１０の後方
に突出して略直方体形状をなす保護カバー部３５４を備えている。保護カバー部３５４は
左右側面及び上面が閉塞され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくともフレーム
カバー２１３を覆うのに十分な大きさを有する。但し、本実施形態では、保護カバー部３
５４が基板ボックス２６３の上部及び右部（図５では左側の部位）も合わせて覆う構成と
なっている。これにより、裏パックユニット２０３の閉鎖状態において、主制御装置２６
１の上縁部に沿って設けられた端子部（受側コネクタ）が覆われることとなる。
【００５９】
　払出機構部３５２は、保護カバー部３５４を迂回するようにして配設されている。すな
わち、保護カバー部３５４の上方には、上側に開口したタンク３５５が設けられており、
このタンク３５５には遊技ホールの島設備から供給される遊技球が逐次補給される。タン
ク３５５の下方には、例えば横方向２列の球通路を有し下流側に向けて緩やかに傾斜する
タンクレール３５６が連結され、さらにタンクレール３５６の下流側には縦向きにケース
レール３５７が連結されている。払出装置３５８はケースレール３５７の最下流部に設け
られ、払出モータ等の所定の電気的構成により必要個数の遊技球の払出が適宜行われる。
そして、払出装置３５８より払出された遊技球は上皿１９等に供給される。
【００６０】
　また、払出機構部３５２には、払出制御装置３１１から払出装置３５８への払出指令の
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信号を中継する払出中継基板３８１が設置されると共に、外部より主電源を取り込む電源
スイッチ基板３８２が設置されている。電源スイッチ基板３８２には、電圧変換器を介し
て例えば交流２４Ｖの主電源が供給され、電源スイッチ３８２ａの切替操作により電源Ｏ
Ｎ又は電源ＯＦＦされる。
【００６１】
　裏パックユニット２０３（基板ボックス２６３）の下方には、内枠１２の左側部（図５
では右側）にて軸支され、後方に開放可能な下枠セット２５１が設けられている。図６に
示すように、下枠セット２５１には、上述した球回収機構により回収された遊技球が流入
する排出通路部２１７が形成され、排出通路部２１７の最下流部には、遊技球をパチンコ
機１０外部へ排出する排出シュート（図示略）が形成されている。つまり、一般入賞口３
１等の各入賞口に入賞した遊技球は、裏枠セット２１５の球回収機構を介して集合し、さ
らに排出通路部２１７の排出シュートを通じてパチンコ機１０外部に排出される。なお、
アウト口３６も同様に排出通路部２１７に通じており、何れの入賞口にも入賞しなかった
遊技球も排出シュートを介してパチンコ機１０外部に排出される。尚、本実施形態では、
裏パックユニット２０３と下枠セット２５１とが別体として構成され、それぞれ独立して
開閉可能であるが、裏パックユニット２０３と下枠セット２５１とが一体的に形成される
こととしてもよい。
【００６２】
　また、図５に示すように、下枠セット２５１の背面側には、払出制御装置３１１、発射
制御装置３１２、電源装置３１３及びカードユニット接続基板３１４が前後に重ねられた
状態で着脱可能に取り付けられている。
【００６３】
　発射制御装置３１２及び電源装置３１３は基板ボックス３１３ａに収容されて下枠セッ
ト２５１の背面側に固定されている。尚、発射制御装置３１２及び電源装置３１３は、便
宜上それぞれ独立した制御装置として説明するが、実際には１つの基板（プリント基板）
により構成される。
【００６４】
　また、払出制御装置３１１は、基板ボックス３１１ａに収容されて、基板ボックス３１
３ａ（発射制御装置３１２及び電源装置３１３）の背面側に固定されている。尚、払出制
御装置３１１が収容される基板ボックス３１１ａには、上述した主制御装置２６１が収容
される基板ボックス２６３と同様に連結手段が設けられ、基板ボックス３１１ａの開封さ
れた痕跡が残るようになっている（当該基板ボックス２６３に関しては後に詳述する）。
【００６５】
　加えて、カードユニット接続基板３１４は、基板ボックス３１４ａに収容されて、基板
ボックス３１３ａ（発射制御装置３１２及び電源装置３１３）の背面側に固定されている
。
【００６６】
　なお、上記各基板ボックス３１１ａ，３１３ａ，３１４ａは透明樹脂材料等により構成
されており、内部が視認可能となっている。
【００６７】
　また、払出制御装置３１１には基板ボックス３１１ａから外方に突出する状態復帰スイ
ッチ３２１が設けられている。例えば、払出モータ部の球詰まり等、払出エラーの発生時
において状態復帰スイッチ３２１が押下されると、払出モータが正逆回転され、球詰まり
の解消（正常状態への復帰）が図られる。
【００６８】
　さらに、電源装置３１３には基板ボックス３１３ａから外方に突出するＲＡＭ消去スイ
ッチ３２３が設けられている。本パチンコ機１０はバックアップ機能を有しており、万一
停電が発生した際でも停電時の状態を保持し、停電からの復帰（復電）の際には停電時の
状態に復帰させることができる。従って、通常手順で（例えば遊技ホールの営業終了時に
）電源遮断すると電源遮断前の状態が記憶保持されることから、電源投入時に初期状態に
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戻したい場合には、ＲＡＭ消去スイッチ３２３を押しながら電源を投入する。
【００６９】
　また、図６に示すように、内枠１２の右側部背面側には施錠装置６００が設けられてい
る。施錠装置６００は、前面枠セット１４の前面側に露出するシリンダ錠７００（図１等
参照）を備えており、該シリンダ錠７００の鍵穴に鍵を挿入し、一方に回動操作すること
で内枠１２を解錠でき、他方に回動操作することで前面枠セット１４を解錠できるように
なっている。本実施形態では、内枠１２は外枠１１に対し施錠され、前面枠セット１４は
内枠１２に対し施錠される。
【００７０】
　尚、上記のように、外枠１１の右辺枠構成部１１ｄには、施錠装置６００に対応する上
下区間全域を内枠１２の背面側から覆う延出壁部８３が形成されている（図５参照）。こ
れにより、外枠１１の背面側から線材等を進入させ、当該線材等により施錠装置６００を
操作することが困難となる。結果として、防御性能の向上を図ることができる。さらに、
延出壁部８３は、裏パックユニット２０３及び下枠セット２５１の右端部（図５では左側
の端部）を背面側から覆う構成となっており、内枠１２の閉状態においては、裏パックユ
ニット２０３及び下枠セット２５１を開放できない構成となっている。
【００７１】
　また、図４に示すように、内枠１２の前面側右下部（発射装置６０の右側）には、前面
枠セット１４の開放を検知するための前面枠開放検知スイッチ９１が設けられ、図５に示
すように、内枠１２の背面側右下部（図５では左下）には、内枠１２の開放を検知するた
めの内枠開放検知スイッチ９２が設けられている。前面枠開放検知スイッチ９１及び内枠
開放検知スイッチ９２は、それぞれスイッチ本体部に対して出没可能な検知部を備えてお
り、前面枠開放検知スイッチ９１は検知部が前方に向くように設けられ、内枠開放検知ス
イッチ９２は検知部が後方へ向くように設けられる。そして、検知部がスイッチ本体部か
ら突出した状態にある場合にはオン信号を主制御装置２６１に出力し、検知部がスイッチ
本体部側に押圧され、スイッチ本体部に没入した状態ではオフ信号を主制御装置２６１に
出力する構成となっている。つまり、前面枠開放検知スイッチ９１は前面枠セット１４の
閉鎖時において検知部が前面枠セット１４の背面で押圧されてオフ状態となり、前面枠セ
ット１４の開放時には、検知部が突出状態に戻ってオン状態となる。同様に、内枠開放検
知スイッチ９２は内枠１２の閉鎖時において検知部が外枠１１の受部８５に一体形成され
た押圧部８６によって押圧されてオフ状態となり、内枠１２の開放時には検知部が突出状
態に戻ってオン状態となる。
【００７２】
　さて、本実施形態では、制御基板としての主制御装置２６１を収容する基板ボックス２
６３に特徴がある。以下、かかる構成について、図面を参照しつつ説明する。図７は裏枠
セット２１５への取付前の状態にある基板ボックス２６３の斜視図であり、図８は取付け
前の状態にある基板ボックス２６３の斜視図であり、図９は基板ボックス２６３の正面図
（背面図）であり、図１０は基板ボックス２６３の分解斜視図である。図１１はねじ収容
部４０６を示す背面図であり、図１２は結合部４７１を示す分解斜視図である。図１３（
ａ）はベース側連結部４０８及びカバー側連結部４４２を示す部分斜視図であり、図１３
（ｂ）は基板ボックス２６３の連結部位を示す断面図であり、図１３（ｃ）は図１３（ｂ
）のＪ－Ｊ線断面図である。図１４、図１５は切除用スリット４５５に沿ってボックスカ
バー２６３ｂを破断して、カバー本体４４１を別離させた状態にある基板ボックス２６３
を示す斜視図である。
【００７３】
　図１０等に示すように、基板ボックス２６３は、制御基板としての主制御装置２６１の
前面及び周縁部を覆うボックスベース２６３ａと、ボックスベース２６３ａに収容された
主制御装置２６１の背面側を覆う内蓋２６４と、ボックスベース２６３ａの開口部を覆い
、ボックスベース２６３ａとの間に内蓋２６４を収容するボックスカバー２６３ｂとを備
え、全体として左右に長い略直方体形状をなしている。
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【００７４】
　（ボックスベース２６３ａ）
　図１０に示すように、ボックスベース２６３ａは、主制御装置２６１の前面と略当接す
る底板４０１と、底板４０１の外周縁部から後方に延びる周壁部４０２とを備えている。
本実施形態では、主制御装置２６１は、大小二枚の制御基板２６１ａ、２６１ｂにより構
成されており、ボックスベース２６３ａの背面側には、左側（図１０では右側）において
、大きい方の制御基板２６１ａが収容される枠状の第１基板収容部４０３が設けられ、右
下部（図１０では左下）において、小さい方の制御基板２６１ｂが収容される枠状の第２
基板収容部４０４が設けられている。尚、各基板収容部４０３、４０４と周壁部４０２と
の間には若干の隙間が形成されている。
【００７５】
　加えて、ボックスベース２６３ａの背面側には、主制御装置２６１（制御基板２６１ａ
、２６１ｂ）が配置されない部位であるボックスベース２６３ａの右上部（図１０では左
上）において、未使用の破断ねじ４０５を収容しておくための部材収容部としてのねじ収
容部４０６が設けられている。図１１に示すように、ねじ収容部４０６には、破断ねじ４
０５を係止するねじ係止部４０７が設けられている。ねじ係止部４０７は可撓性を有して
おり、ねじ係止部４０７に係止された状態でねじ収容部４０６に収容されている破断ねじ
４０５を比較的容易に取出すことができる。尚、詳しくは後述するが、かかる破断ねじ４
０５は、基板ボックス２６３を一度開封した後、基板ボックス２６３を再度封印する際に
使用される。また、ねじ係止部４０７の構成は特に限定されるものではなく、種々の形状
を採用することができる。
【００７６】
　尚、破断ねじ４０５は、ドライバー（工具）の先端と係合する十字穴（工具係合部）が
形成された部位を取り除くことのできるねじであり、螺着後、十字穴が形成された部位が
取り除かれることで、ドライバーにより破断ねじ４０５を取外すことが不可能となる。
【００７７】
　さて、周壁部４０２を構成する上辺部及び下辺部には、後述するカバー側連結部４４２
と連結されるベース側連結部４０８が設けられている（図１０参照）。図１３に示すよう
に、ベース側連結部４０８は、周壁部４０２の後端部近傍（図１３（ａ）、図１３（ｃ）
では左側の部位）から周壁部４０２外周側（図１３（ａ）、図１３（ｃ）では上方）に延
出する延出壁部４１１と、延出壁部４１１のうち周壁部４０２の内外周方向（上下方向）
中間位置から後方（図１３（ａ）、図１３（ｃ）では左方）に延出する土台部４１２と、
土台部４１２に対して周壁部４０２の周方向（左右方向）に沿って所定間隔毎に設けられ
た係止部４１３とを備えている。尚、以下の説明では、周壁部４０２のうち延出壁部４１
１よりも後方に突出した部位を隔壁部４１６と称し、延出壁部４１１のうち土台部４１２
よりも周壁部４０２外周側に突出した部位を当接部４１７と称する。
【００７８】
　図１３（ａ）、図１３（ｂ）に示すように、各係止部４１３は、土台部４１２から後方
に延出する基部４１４と、基部４１４の先端部から左方（背面視では右方）に突出する爪
部４１５とを備え、全体として略Ｌ字状をなしている。また、図１３（ａ）、図１３（ｃ
）に示すように、土台部４１２の後面は、周壁部４０２の内周側に向けて前方傾斜する傾
斜面となっている。このため、前後方向において、土台部４１２のうち周壁部４０２外周
側の端縁は隔壁部４１６の後端部と同じ位置となっているが、土台部４１２のうち周壁部
４０２内周側の端縁は、隔壁部４１６の後端部よりも前方に位置している。
【００７９】
　加えて、図１０に示すように、周壁部４０２を構成する左辺部（図１０では右側の辺部
）には、上下方向略中央部において左方（図１０では右方）に突出するベース側板状部４
０９が設けられている。
【００８０】
　（内蓋２６４）
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　図１０等に示すように、内蓋２６４は、前方に開口する箱状の内蓋本体４２１と、内蓋
本体４２１の前縁部から内蓋本体４２１の開口部外周側に突出する断面略Ｌ字状の縁壁部
４２２（図１３（ｃ）参照）とを備えている。内蓋２６４は、第１基板収容部４０３及び
第２基板収容部４０４の外周形状に対応した形状をなしており、内蓋２６４をボックスベ
ース２６３ａに取付けることで、主制御装置２６１が覆われる構成となっている。但し、
ねじ収容部４０６に関しては内蓋２６４に覆われない構成となっている（図１４参照）。
また、内蓋２６４とボックスベース２６３ａとの取付状態においては、図１３（ｃ）に示
すように、基板収容部４０３、４０４のうち周壁部４０２外周側の面及び後端部と、断面
略Ｌ字状の縁壁部４２２とが略当接状態とされている。但し、内蓋２６４と周壁部４０２
との間には隙間が形成されている。
【００８１】
　また、図１０、図１４に示すように、縁壁部４２２には、コーナー部に対応して前後に
貫通する取付孔４２３が設けられている。一方、図１０に示すように、ボックスベース２
６３ａには、取付孔４２３に対応して、ねじ穴を有するボス４１０が後方に突出して設け
られている。そして、内蓋２６４（縁壁部４２２）の内側に基板収容部４０３、４０４を
嵌入させるようにして、ボックスベース２６３ａと内蓋２６４とを組み付けることで、取
付孔４２３とボス４１０とが位置合わせされ、取付孔４２３及びボス４１０に対してねじ
４２５が螺着される。これにより、ボックスベース２６３ａに対して内蓋２６４が取付け
られている。尚、ボックスベース２６３ａと内蓋２６４との固定に使用されるねじ４２５
は、十字穴やすりわり等の形成された一般的なねじ（例えば木ねじ）であり、内蓋２６４
はボックスベース２６３ａに対して着脱自在となっている。
【００８２】
　また、本実施形態では、取付孔４２３のうちの一つ（本例では背面視で左上のコーナー
部に形成される取付孔４２３）に対応して、当該取付孔４２３を囲うようにして後方に突
出して設けられる筒状部４２４が設けられている。
【００８３】
　尚、詳しくは後述するが、基板ボックス２６３を開封する前の状態においては、筒状部
４２４が設けられた取付孔４２３に対して一般的なねじ４２５が螺着されているが、基板
ボックス２６３を一度開封した後、基板ボックス２６３を再度封印する際には、筒状部４
２４が設けられた取付孔４２３に対し、ねじ４２５に代えて破断ねじ４０５が螺着される
。また、筒状部４２４が設けられた取付孔４２３に対し、上記ねじ収容部４０６に収容さ
れている破断ねじ４０５が螺着され、破断ねじ４０５から十字穴の形成されている部位が
除去された場合、破断ねじ４０５の頭部が筒状部４２４の内側に位置した状態（没入状態
）となる。さらに、破断ねじ４０５（の頭部）の外径と筒状部４２４の内径とがほぼ同じ
になっており、破断ねじ４０５（の頭部）と筒状部４２４の内周壁部との間にはほとんど
隙間がなくなる。このため、破断ねじ４０５の端部をプライヤー等で挟んで回転させ、破
断ねじ４０５を取外すといった行為を防止することができる。
【００８４】
　加えて、内蓋本体４２１には、主制御装置２６１に設けられた受側コネクタ２６５に対
して、それぞれ電源装置３１３や払出制御装置３１１等と電気的に接続された各ケーブル
の差込側コネクタ（図示略）を接続するための蓋側コネクタ開口部４２６、及び、主制御
装置２６１から発せられる熱を基板ボックス２６３の外部に逃がすための蓋側放熱孔４２
７が形成されている。尚、内蓋２６４には、蓋側コネクタ開口部４２６に対応して、蓋側
コネクタ開口部４２６の周縁部と受側コネクタ２６５との間に形成される隙間をなくすた
めの閉塞部材４２８が取付けられている。
【００８５】
　また、図１０に示すように、内蓋２６４には、ボックスベース２６３ａに設けられたベ
ース側板状部４０９に対応して、内蓋本体４２１から左方（図１０では右方）に突出する
蓋側板状部４２９が設けられている。当該蓋側板状部４２９、及び上記ベース側板状部４
０９には、それぞれ厚み方向（前後方向）に貫通するねじ孔が形成されている。内蓋２６
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４とボックスベース２６３ａとの取付状態においては、蓋側板状部４２９とベース側板状
部４０９とが前後に重なるとともに、前後に連通する両板状部４０９、４２９のねじ孔に
対してねじが着脱自在に螺着されている。
【００８６】
　加えて、本実施形態では、前後に重ねられたベース側板状部４０９及び蓋側板状部４２
９に対し、図１０に示す略矩形状の封印シール４３１が、両板状部４０９、４２９を跨ぐ
ようにして折り曲げられて貼付けられている。尚、両板状部４０９、４２９のねじ孔に螺
着されたねじは、封印シール４３１により覆われている。
【００８７】
　封印シール４３１は、裏面側に接着剤が塗布されるとともに、当該裏面に対してアンテ
ナ付きＩＣチップ４３２が貼り付けられている。尚、アンテナ付きＩＣチップ４３２は封
印シール４３１の裏面に貼り付けられているため、本来、図１０に示す方向から封印シー
ル４３１を見てもアンテナ付きＩＣチップ４３２を視認することができないが、便宜上、
アンテナ付きＩＣチップ４３２を視認することができるものとして図１０に図示する。
【００８８】
　アンテナ付きＩＣチップ４３２は、ＩＣチップ及びアンテナ部により構成されており、
長尺状のアンテナ部の中央付近にＩＣチップが配置されている。ＩＣチップは集積回路と
して構成されるものであり、制御部及びメモリー領域を有する。メモリー領域には、識別
情報としてのＩＤ情報が格納されている。
【００８９】
　ＩＣチップのＩＤ情報は、制御部によって呼び出されてアンテナ部から発信され、アン
テナ部から発信されたＩＤ情報をリーダー／ライターとして構成されるスキャナー（読取
体）で受信して読み取ることができる。詳細には、スキャナーからは周波数の微弱な電波
で呼び出しが行われるようになっており、この電波で誘導電磁界が形成される。そして誘
導電磁界内にアンテナ部が位置する程度に、スキャナーをアンテナ部に近接させると、ア
ンテナ部に電磁誘導で起電力が発生する。ＩＣチップではこの起電力を電源として、メモ
リー領域に格納されているＩＤ情報を制御部で呼び出してアンテナ部から送信することが
でき、このように発信されたＩＤ情報をスキャナーで受信して読み取ることができる。
【００９０】
　さらに、アンテナ付きＩＣチップ４３２（アンテナ部）は、封印シール４３１（封印シ
ール本体）の一隅部側からその対角方向の隅部側に亘って斜めに配置されている。そして
、封印シール４３１が両板状部４０９、４２９に跨って貼り付けられているのに伴って、
アンテナ部も両板状部４０９、４２９に跨っている。
【００９１】
　また、封印シール４３１には、アンテナ部の長手方向に沿って等間隔で並ぶ多数のアン
テナ用切込み部４３６が形成されている。そして、両板状部４０９、４２９から封印シー
ル４３１を剥がすと所定のアンテナ用切込み部４３６に対して集中的に応力がかかり、当
該部位において封印シール本体、ひいてはアンテナ部が分断されるようになっている。ア
ンテナ部が分断されるとＩＤ情報がアンテナ部から送信されなくなるので、ＩＤ情報をス
キャナーで読み取ることができなくなる。よって、封印シール４３１を両板状部４０９、
４２９からきれいに剥がして基板ボックス２６３を開封し、主制御装置２６１に対して不
正を行った後に、基板ボックス２６３を封印して封印シール４３１を、接着剤等を用いて
再度きれいに貼ったとしても、当該不正行為を容易に発見することができる。
【００９２】
　さらに、封印シール４３１が貼り付けられたベース側板状部４０９及び蓋側板状部４２
９に対し、封印シール４３１を覆う（保護する）シールカバー４３８が装着されている。
【００９３】
　（ボックスカバー２６３ｂ）
　図１０等に示すように、ボックスカバー２６３ｂは、前方に開口する略箱状のカバー本
体４４１と、カバー本体４４１の開口部周縁に沿って設けられた縁取り部４５０とを備え
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ている。
【００９４】
　カバー本体４４１は、ボックスベース２６３ａの周壁部４０２に対応した形状に構成さ
れ、基板収容部４０３、４０４、及びねじ収容部４０６を背面側から覆うことのできる形
状に構成されている。
【００９５】
　図１３（ａ）、（ｃ）に示すように、縁取り部４５０は、カバー本体４４１の開口部周
縁から外方（図１３（ａ）、（ｃ）では上方）に向けて延びる裾壁部４５１と、裾壁部４
５１の先端縁から後方（図１３（ａ）、（ｃ）では左方）に向けて延びる折返し壁部４５
２と、折返し壁部４５２の先端縁からカバー本体４４１の開口部外周側に向けて延びる係
止壁部４５３と、係止壁部４５３の先端縁から前方（図１３（ａ）、（ｃ）では右方）に
向けて延びるガイド壁部４５４とを備えている。
【００９６】
　そして、図１３（ｃ）に示すように、カバー本体４４１の内側に、ボックスベース２６
３ａに取付けられた内蓋２６４（内蓋本体４２１）を嵌入させるようにしてボックスカバ
ー２６３ｂとボックスベース２６３ａとを組み付ける（取付ける）ことで、裾壁部４５１
の前面と、縁壁部４２２の後面とが略当接状態とされ、係止壁部４５３の前面と、隔壁部
４１６及び土台部４１２の後端部とが略当接状態とされ（土台部４１２については図１３
（ｂ）参照）、ガイド壁部４５４のカバー本体４４１の開口部内周側の面及び前端部と、
土台部４１２の周壁部４０２外周側の面及び当接部４１７の後面とが略当接状態とされる
。尚、ボックスカバー２６３ａの左辺部（図１０では右側の辺部）のうち上下方向中間位
置に関しては、内蓋２６４の蓋側板状部４２９の挿通を許容するべく、縁取り部４５０が
形成されていない。
【００９７】
　また、折返し壁部４５２と係止壁部４５３とのコーナー部には、カバー本体４４１（の
開口部）の周方向に沿って所定間隔毎に切除用スリット４５５が形成されている。尚、本
実施形態では、切除用スリット４５５により破断部が構成され、詳しくは後述するが、切
除用スリット４５５に沿ってボックスカバー２６３ｂを破断することにより、基板ボック
ス２６３が開封される構成となっている。
【００９８】
　尚、本実施形態では、ボックスベース２６３ａとボックスカバー２６３ｂとの取付状態
において、互いに対向する折返し壁部４５２と隔壁部４１６（周壁部４０２）とが若干離
間している。これにより、隔壁部４１６よりも周壁部４０２内周側（図１３（ｃ）では下
側）において係止壁部４５３を延在させるとともに、当該部位に対して切除用スリット４
５５を形成することができる。従って、切除用スリット４５５に沿って折返し壁部４５２
ではなく係止壁部４５３を破断することができ、破断後、カバー本体４４１を基板ボック
ス２６３から比較的スムースに除去する（抜き取る）ことができる。また、互いに隣接す
る切除用スリット４５５間の部位と、周壁部４０２との間に若干の隙間が形成されること
により、互いに隣接する切除用スリット４５５間の部位を切断して基板ボックス２６３を
開封する際に、切除用スリット４５５にニッパーやカッター等の工具の先端部を挿入しや
すくなり、作業性の向上を図ることができる。さらに、内蓋２６４（縁壁部４２２）は、
折返し壁部４５２（切除用スリット４５５の形成位置）よりも基板ボックス２６３（周壁
部４０２）の内周側に位置していることから、切除用スリット４５５に沿ってボックスカ
バー２６３ｂを破断し、カバー本体４４１を基板ボックス２６３から除去することで、確
実に内蓋２６４を基板ボックス２６３から取外すことが可能な状態となる。
【００９９】
　さて、係止壁部４５３のうちガイド壁部４５４との境界部位には、前後方向（図１３（
ａ）、（ｃ）では左右方向）に貫通し、係止部４１３を挿通可能な係止孔４５６が形成さ
れている。係止孔４５６は、ボックスベース２６３ａ（ベース側連結部４０８）に設けら
れた複数の係止部４１３と個別に対応するようにして係止部４１３と同じ数だけ設けられ
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ている。尚、係止部４１３は、ボックスベース２６３ａの上辺部及び下辺部に対応して設
けられているため、係止孔４５６に関しても、縁取り部４５０のうちボックスカバー２６
３ｂの上辺部及び下辺部に対応する部位にのみ設けられている。
【０１００】
　また、係止壁部４５３には、係止孔４５６の左縁部（図１３（ａ）では紙面手前側の縁
部、図１３（ｂ）では下側の縁部）に隣接して、前方（図１３では右側）に凹む凹部が形
成されている。以下、当該凹部の底壁部を支持部４５７と称する。尚、当該凹部と係止孔
４５６とは連通しているため、支持部４５７は、係止孔４５６及び凹部からなる１つの開
口部の左側（背面視では右側）の部位を閉塞するようにして、当該開口部の内周側に突出
した格好となる。また、支持部４５７の前後幅は、係止部４１３の爪部４１５と土台部４
１２の後端部との間の距離とほぼ同じに（若干短く）構成されている（図１３（ｂ）参照
）。
【０１０１】
　本実施形態では、複数の係止部４１３をそれぞれに対応する係止孔４５６に挿通させる
ようにしてボックスベース２６３ａ（土台部４１２、隔壁部４１６、及び当接部４１７）
とボックスカバー２６３ｂ（係止壁部４５３（支持部４５７）、及びガイド壁部４５４）
とを突き合せることで、係止孔４５６に挿通された係止部４１３の爪部４１５が支持部４
５７よりも後方に位置することとなる。さらに、かかる状態から、ボックスベース２６３
ａに対してボックスカバー２６３ｂを爪部４１５の突出方向とは反対向きに相対変位させ
ることで、各係止部４１３の爪部４１５が支持部４５７に係止される（爪部４１５の前面
と支持部４５７の後面とが当接する）こととなる。これにより、ボックスベース２６３ａ
とボックスカバー２６３ｂとが組み付けられる構成となっている。
【０１０２】
　本実施形態では、カバー本体４４１の上辺部及び下辺部に対応する縁取り部４５０のう
ち、係止孔４５６の形成された係止壁部４５３及び当該係止壁部４５３から延びるガイド
壁部４５４によりカバー側連結部（以下、カバー側連結部４４２と称する）が構成されて
いる。尚、本実施形態では、ベース側連結部４０８の係止部４１３が、カバー側連結部４
４２の係止孔４５６に挿通され、係止部４１３の爪部４１５が支持部４５７に係止される
構成となっているが、支持部４５７を省略し、爪部４１６が係止壁部４５３の後面側に係
止される構成としてもよい。
【０１０３】
　また、図１０等に示すように、カバー本体４４１には、主制御装置２６１の受側コネク
タ２６５に差込側コネクタ（図示略）を接続するためのカバー側コネクタ開口部４４４、
及び、主制御装置２６１から発せられる熱を基板ボックス２６３の外部に逃がすためのカ
バー側放熱孔４４５が形成されている。カバー側コネクタ開口部４４４は、ボックスベー
ス２６３ａとボックスカバー２６３ｂとの組付け状態において、蓋側コネクタ開口部４２
６と対応する位置（前後方向において一致する位置）に設けられており、カバー側コネク
タ開口部４４４及び蓋側コネクタ開口部４２６を介して、受側コネクタ２６５と差込側コ
ネクタ（図示略）とが接続されている。一方、カバー側放熱孔４４５に関しては、前後方
向において蓋側放熱孔４２７からずれた位置に設けられている。当該構成により、カバー
側放熱孔４４５と蓋側放熱孔４２７とを介して基板ボックス２６３の外部から基板ボック
ス２６３に収容された主制御装置２６１を直接視認することが不可能（カバー側放熱孔４
４５及び蓋側放熱孔４２７を介して主制御装置２６１に接触を図ることが事実上不可能）
となっている。
【０１０４】
　（硬化性樹脂層４６１）
　さて、本実施形態では、ベース側連結部４０８とカバー側連結部４４２とにかけて硬化
性樹脂層４６１が形成されることにより、基板ボックス２６３が封印状態とされている。
以下、かかる構成について詳しく説明する。尚、本実施形態では、ベース側連結部４０８
、カバー側連結部４４２、及び硬化性樹脂層４６１が連結手段を構成する。
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【０１０５】
　上記のように、ベース側連結部４０８に設けられた係止部４１３をカバー側連結部４４
２に設けられた係止孔４５６に挿通させるようにしてボックスベース２６３ａとボックス
カバー２６３ｂとを組付けた後、ボックスベース２６３ａに対してボックスカバー２６３
ｂを係止部４１３の爪部４１５の突出方向に沿って相対変位させることで、爪部４１５と
支持部４５７とが係止状態とされ、ボックスベース２６３ａとボックスカバー２６３ｂと
が組み付けられることとなる（図１３（ｂ）参照）。
【０１０６】
　当該組付け状態においては、図１３（ｂ）に示すように、係止部４１３の基部４１４と
支持部４５７とが当接するとともに、係止部４１３の爪部４１５と支持部４５７とが前後
に重なり合う。従って、爪部４１５を包含する係止部４１３を挿通可能な大きさを有する
係止孔４５６のうち当該係止孔４５６に挿通された係止部４１３の右側（背面視では左側
、図１３（ｂ）では上側）には空間（隙間）が形成される。本実施形態では、ボックスベ
ース２６３ａとボックスカバー２６３ｂとを組付けた状態で係止孔４５６にできる空間に
対し、レーザ光等の光を照射することで硬化する光硬化性樹脂を充填した後、硬化させる
ことで硬化性樹脂層４６１を形成している。
【０１０７】
　ここで、硬化性樹脂層４６１についてより詳しく説明する。尚、硬化性樹脂層４６１は
、製造工場において主制御装置２６３を収容してボックスベース２６３ａとボックスカバ
ー２６３ｂとを組付けた後、ボックスカバー２６３ｂの後面が上向き（ボックスベース２
６３ａの前面が下向き）となるように基板ボックス２６３を設置し、係止孔４５６に対し
て光硬化性樹脂を注入し、硬化させることで形成される。但し、以下の説明では、上述し
てきた通り、基板ボックス２６３がパチンコ機１０に取付けられた姿勢にあるものとして
説明する。
【０１０８】
　図１３（ｃ）に示すように、ボックスベース２６３ａとボックスカバー２６３ｂとの組
付け状態においては、このため、延出壁部４１１、隔壁部４１６、土台部４１２、及び係
止壁部４５３の内側に空間が形成されることとなる。以下、延出壁部４１１、隔壁部４１
６、土台部４１２、及び係止壁部４５３によって囲まれる空間を充填部４６２と称する。
また、上記のように、係止部４１３が突設された土台部４１２の後面は、周壁部４０２の
内周側に向けて前方に傾斜して延びている。このため、ボックスベース２６３ａとボック
スカバー２６３ｂとの組付け状態において、係止孔４５６から後方に臨む土台部４１２の
後面と、カバー側連結部４４２の係止壁部４５３との間には隙間が形成されている。以下
、土台部４１２と係止壁部４５３との間に形成される隙間（空間）を連通部４６３と称す
る。当該連通部４６３により、係止孔４５６と充填部４６２とが連通され、係止孔４５６
に光硬化性樹脂を注入することにより、連通部４６３を介して充填部４６２に光硬化性樹
脂が充填されることとなる。尚、ボックスベース２６３ａとボックスカバー２６３ｂとの
組付け状態において、土台部４１２（及び当接部４１７）とガイド壁部４５４とが略当接
状態とされていることから、係止孔４５６に充填された光硬化性樹脂が土台部４１２（及
び当接部４１７）とガイド壁部４５４の間から外部に流出してしまうといった事態が抑止
される。
【０１０９】
　そして、充填部４６２、連通部４６３、及び係止孔４５６に光硬化性樹脂を充填し、硬
化させることにより、充填部４６２、連通部４６３、及び係止孔４５６に対して硬化性樹
脂層４６１が形成されている。このように硬化性樹脂層４６１が形成されることにより、
係止部４１３の係止孔４５６から抜け出す動作、ひいては、ボックスベース２６３ａとボ
ックスカバー２６３ｂとの相対変位が規制される。以上のようにして、ボックスベース２
６３ａとボックスカバー２６３ｂとが連結されることで、基板ボックス２６３が封印状態
とされる（主制御装置２６１が封印される）。
【０１１０】
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　尚、係止孔４５６の上下幅は、係止部４１３の上下幅とほぼ同じとなっており、充填部
４６２において形成された硬化性樹脂層４６１は、係止孔４５６の開口側から見て、係止
壁部４５３の奥側に位置している。
【０１１１】
　（結合部４７１）
　また、本実施形態では、基板ボックス２６３は、裏枠セット２１５に固定された接続部
材としての接続金具２８１を介して裏枠セット２１５に取付けられている。より詳しくは
、図７、図８に示すように、遊技盤３０の背面に固定される裏枠セット２１５の右部（図
８では左側の部位）には、前方に開口する略箱状の台座部２７１が形成されている。また
、台座部２７１には、台座部２７１の背面に固定される略コ字状の固定部２８５と、台座
部２７１から後方に突出する固定部２８５の両端部に対して回動可能に取付けられる差込
部２８６とを具備する接続金具２８１が取付けられている。
【０１１２】
　これに対し、基板ボックス２６３には、接続金具２８１の差込部２８６と連結される結
合部４７１が設けられている。図１２に示すように、結合部４７１は、ボックスカバー２
６３ｂ（カバー本体４４１）のうちボックスベース２６３ａのねじ収容部４０６と対向す
る前面右上部に形成されたベース部４７２と、ベース部４７２の前面側に取付けられるベ
ースカバー４７３とを備えている。尚、図１２では、便宜上、切除用スリット４５５に沿
ってボックスカバー２６３ｂを破断した後のボックスカバー２６３ｂ（カバー本体４４１
）を図示している。
【０１１３】
　ベース部４７２は、前方に開口する略箱状をなしており、上壁部、右壁部、及び後壁部
はカバー本体４４１により構成されている。ベース部４７２の右壁部には、接続金具２８
１の差込部２８６を挿通可能な挿通孔４８１（図８参照）が形成されている。当該挿通孔
４８１の上下幅は、差込部２８６（差込部２８６の先端側の部位）の上下幅とほぼ同じと
なっている。また、ベース部４７２の左壁部及び下壁部には、嵌合孔４８３を有する嵌合
片４８２が設けられている。
【０１１４】
　図１０、図１２に示すように、ベースカバー４７３は、後方及び右方（図１０では左側
）に開口する略箱状をなし、左壁部及び下壁部には、外側（図１２では左方又は下方）に
突出する嵌合凸部４９１が設けられている。そして、ベース部４７２の内側にベースカバ
ー４７３を嵌め込むことで、嵌合凸部４９１が嵌合片４８２の嵌合孔４８３に嵌合し、こ
れによって、ベースカバー４７３がベース部４７２に取付けられている。尚、嵌合片４８
２は、ほとんど可撓性がなく、嵌合凸部４９１を嵌合孔４８３に嵌め込むと、基本的に（
嵌合片４８２や嵌合凸部４９１を破壊しない限り）ベースカバー４７３をベース部４７２
から取外せなくなる。
【０１１５】
　また、ベース部４７２にベースカバー４７３が取付けられることで、ベース部４７２と
ベースカバー４７３との間に、接続金具２８１の差込部２８６を挿通可能な中空部が形成
されることとなる。かかる中空部の内側には、１枚の金属板を折り曲げ形成することで構
成された係止金具４９３が埋設されている。尚、ベースカバー４７３は右方に開口してい
ることから、結合部４７１の組付け状態（ベースカバー４７３のベース部４７２への取付
状態）において、係止金具４９３が設置される中空部と、ベース部４７２に形成された挿
通孔４８１とが連通する。
【０１１６】
　図１２に示すように、係止金具４９３は、板状の金具ベース４９４と、金具ベース４９
４の右縁部から後方に延びる折返し部４９５と、折返し部４９５の上辺部及び下辺部から
左方に向けて互いの距離を次第に広げるようにして水平方向に対し傾斜しつつ延びる一対
の規制片部４９６とを備えている。尚、係止金具４９３が金属製であることにより、規制
片部４９６は適度な可撓性、弾性、及び剛性を有している。
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【０１１７】
　ここで、ベース部４７２及びベースカバー８５１のうち係止金具４９３の取付けに関連
する構成について説明する。
【０１１８】
　図１２に示すように、ベース部４７２の後壁部前面には、左壁部４７２ａから金具ベー
ス４９４の横幅と同じ長さだけ離間した位置において上下方向に延びる支持片部４８５が
設けられている。また、ベース部４７２の後壁部前面には、支持片部４８５の上方及び下
方において左右方向に延びるリブ４８６が設けられている。支持片部４８５の上方及び下
方に設けられたリブ４８６間の距離は、係止金具４９３の金具ベース４９４の上下幅とほ
ぼ同じとなっている。結合部４７１の組付け状態においては、係止金具４９３の金具ベー
ス４９４が、支持片部４８５と、左壁部４７２ａと、リブ４８６とで囲まれる領域に嵌め
込まれ、折返し部４９５と支持片部４８５の左面とが面当接する。加えて、リブ４８６の
前方への突出長は支持片部４８５の突出長よりも短く、規制片部４９６と当接しない構成
となっている。
【０１１９】
　一方、図１０に示すように、ベースカバー４７３には、結合部４７１の組付け状態にお
いて、ベース部４７２の支持片部４８５と左壁部４７２ａとの間に位置し、折返し部４９
５の左面、及び、金具ベース４９４の前面と略当接する押え部４９８が設けられている。
当該押え部４９８の存在により、折返し部４９５及び金具ベース４９４の変形、位置ずれ
が抑制される。
【０１２０】
　次に、結合部４７１と接続金具２８１との接続について説明する。
【０１２１】
　図８に示すように、接続金具２８１の差込部２８６の先端部には、上部及び下部から差
込部２８６の延出方向側に突出する上下一対の鉤部２８７が設けられている。上下一対の
鉤部２８７の先端部には、互いに対向する向きに突出する鉤爪部２８７ａが形成されてい
る。
【０１２２】
　そして、接続金具２８１の差込部２８６を、挿通孔４８１を介して結合部４７１の内側
に差込む（挿通させる）と、接続金具２８１の一対の規制片部４９６がそれぞれ鉤部２８
７の先端部に押されて互いの距離を狭めるようにして傾倒する。さらに、差込部２８６を
ベースカバー４７３の左壁部（背面視では右側の壁部）に略当接するまで差し込むと、差
込部２８６の鉤爪部２８７ａが規制片部４９６よりも左方（背面視では右方）に位置し、
一対の規制片部４９６が自身の弾性力により拡開する。これにより、鉤爪部２８７ａが規
制片部４９６に係止され、結合部４７１（基板ボックス２６３）が接続金具２８１（裏枠
セット２１５）に取付けられる。
【０１２３】
　尚、挿通孔４８１の周縁部と、挿通孔４８１に挿通された接続金具２８１の差込部２８
６との間には隙間がほとんど形成されない構成となっている。さらに、接続金具２８１の
鉤部２８７（鉤爪部２８７ａ）を係止する係止金具４９３（規制片部４９６）が結合部４
７１の内側に設けられている。これらの構成により、係止状態にある鉤部２８７及び係止
金具４９３への外部からの接触を困難又は不可能とすることができ、基板ボックス２６３
を接続金具２８１から取外すといった行為を防止することができる。従って、基板ボック
ス２６３を取外して不正な主制御装置２６１を搭載した基板ボックス２６３を取付けてし
まうといった不正行為を抑止することができる。
【０１２４】
　ここで、基板ボックス２６３の開封作業について説明する。
【０１２５】
　先ず、受側コネクタ２６５から差込側コネクタを取外した後、切除用スリット４５５に
沿ってボックスカバー２６３ｂを破断する。当該作業により、図１４、図１５に示すよう
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に、ボックスカバー２６３ｂのうち切除用スリット４５５の内周側の部位（カバー本体４
４１）を基板ボックス２６３から別離させる（除去する）ことができる。また、結合部４
７１は、基板ボックス２６３から別離する部位（カバー本体４４１の後壁部）に設けられ
ているため、結合部４７１についても基板ボックス２６３から別離する。すなわち、基板
ボックス２６３は、接続金具２８１、ひいては裏枠セット２１５（パチンコ機１０）から
別離することとなる。一方、カバー本体４４１は接続金具２８１に接続された状態でパチ
ンコ機１０（の本体側）に残されることとなる。尚、カバー側連結部４４２は、ベース側
連結部４０８と連結された状態のまま、基板ボックス２６３側に残存する。
【０１２６】
　尚、切除用スリット４５５は、カバー本体４４１の開口部の周方向に沿って基本的に所
定間隔毎に形成されているのであるが、基板ボックス２６３と接続金具２８１とが接続さ
れた状態において、切除用スリット４５５と接続金具２８１とが近接していると、隣接す
る切除用スリット４５５間の部位が接続金具２８１に覆われ、当該部位を破断することが
困難又は不可能になってしまうおそれがある。これに対し、本実施形態では、接続金具２
８１によって覆われる部位に形成される切除用スリット４５５がその他の切除用スリット
４５５よりも長く形成され、ニッパー等の工具を挿通させやすいようになっている。従っ
て、上記不具合を回避することができ、開封作業性の向上を図ることができる。尚、本実
施形態では、接続金具２８１により２つの切除用スリット４５５（図８、図９参照）が覆
われる構成となっているが、ボックスカバー２６３ｂのうち接続金具２８１により覆われ
る部位に形成される切除用スリット４５５に関しては、切れ目なく一続きに形成されてい
ること（接続金具２８１により１つの切除用スリット４５５が覆われるだけであり、互い
に隣接する切除用スリット４５５の間の部位が接続金具２８１で覆われることのない構成
）としてもよい。
【０１２７】
　また、図１４に示すように、切除用スリット４５５に沿ってボックスカバー２６３ｂが
破断され、カバー本体４４１が基板ボックス２６３から除去されることで、基板ボックス
２６３（ボックスカバー２６３ｂ）には、内蓋２６４及び主制御装置２６１を挿通可能な
開口部（取出開口部５００）が形成される。これにより、内蓋２６４を基板ボックス２６
３から取外し、主制御装置２６１を取出すことができる状態、すなわち、ボックスベース
２６３ａとボックスカバー２６３ｂとの封印状態が解除された状態（基板ボックス２６３
が開封された状態）となる。
【０１２８】
　さらに、取出開口部５００が形成されることで、ねじ収容部４０６も後方に露出する。
このため、ねじ収容部４０６に収容されている破断ねじ４０５を容易に取出すことができ
る。尚、内蓋２６４を基板ボックス２６３から取外す際には、封印シール４３１を剥がす
とともに、取付孔４２３及びボス４１０に螺着されたねじ４２５と、両板状部４０９、４
２９に螺着されたねじとを取外す。
【０１２９】
　次に、基板ボックス２６３を再度封印する作業について説明する。
【０１３０】
　先ず、ボックスベース２６３ａと内蓋２６４とを組み付けて主制御装置２６１を内側に
収容し、内蓋２６４に設けられた取付孔４２３及びボックスベース２６３ａに設けられた
ボス４１０に対してねじ４２５を螺着する。但し、筒状部４２４が設けられた取付孔４２
３に対応しては、一回目の封印状態のときに使用されていたねじ４２５に代えて、ねじ収
容部４０６に収容されていた破断ねじ４０５を螺着する。これにより、ボックスベース２
６３ａと内蓋２６４とが取外し不可能に連結され、基板ボックス２６３が再度封印状態と
される（主制御装置２６１が再度封印される）。尚、本実施形態では、内蓋２６４及び破
断ねじ４０５が封印手段を構成し、破断ねじ４０５が封印部材を構成する。
【０１３１】
　ちなみに、切除用スリット４５５に沿ってボックスカバー２６３ｂを破断することで一
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度開封された基板ボックス２６３は、再度接続金具２８１と連結することは不可能である
。このため、本実施形態では、基板ボックス２６３は、受側コネクタ２６５と接続された
差込側コネクタに接続されているケーブルによってぶら下げられた状態とされる。また、
破断ねじ４０５によって封印状態とされた基板ボックス２６３は、破断ねじ４０５が取付
けられている部位（取付孔４２３の周縁部及びボス４１０の周縁部を含む部位）を基板ボ
ックス２６３（内蓋２６４及びボックスベース２６３ａ）から除去することで、開封する
ことができる。尚、本実施形態では、複数の取付孔４２３のうち一つに対応して筒状部４
２４が設けられているが、複数の取付孔４２３に対応して筒状部４２４を設け、基板ボッ
クス２６３を再度封印状態とする際に、筒状部４２４が設けられた各取付孔４２３に破断
ねじ４０５を螺着することとしてもよい。
【０１３２】
　次に、パチンコ機１０の電気的構成について説明する。図１６は、本パチンコ機１０の
電気的構成を示すブロック図である。パチンコ機１０の主制御装置２６１（主基板）には
、演算装置である１チップマイコンとしてのＣＰＵ５０１が搭載されている。ＣＰＵ５０
１には、該ＣＰＵ５０１により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶し
たＲＯＭ５０２と、そのＲＯＭ５０２内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種
のデータ等を一時的に記憶するメモリであるＲＡＭ５０３と、割込回路やタイマ回路、デ
ータ送受信回路などの各種回路等が内蔵されている。但し、ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭが
１チップ化されておらず、それぞれの機能毎にチップ化されている構成であってもよい。
【０１３３】
　ＲＡＭ５０３は、ＣＰＵ５０１の内部レジスタの内容やＣＰＵ５０１により実行される
制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種フラグ及びカウン
タ、Ｉ／Ｏ等の値が記憶される作業エリア（作業領域）と、バックアップエリア５０３ａ
とを備えている。
【０１３４】
　また、ＲＡＭ５０３は、パチンコ機１０の電源のオフ後においても電源装置３１３から
バックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、
スタックエリア、作業エリア及びバックアップエリア５０３ａに記憶されるすべてのデー
タがバックアップされるようになっている。
【０１３５】
　バックアップエリア５０３ａは、停電などの発生により電源が切断された場合において
、電源の再入時にパチンコ機１０の状態を電源切断前の状態に復帰させるべく、電源切断
時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタ、Ｉ／Ｏ等の値を
記憶しておくエリアである。バックアップエリア５０３ａへの書き込みは、メイン処理に
よって電源切断時に実行され、逆にバックアップエリア５０３ａに書き込まれた各値の復
帰は、電源入時（停電解消による電源入を含む。以下同様）のメイン処理において実行さ
れる。なお、ＣＰＵ５０１のＮＭＩ端子（ノンマスカブル割込端子）には、停電等の発生
による電源断時に、後述する停電監視回路５４２から出力される停電信号ＳＫ１が入力さ
れるように構成されており、停電の発生により、停電処理（ＮＭＩ割込み処理）が即座に
実行される。
【０１３６】
　なお、少なくともスタックエリアとバックアップエリア５０３ａとに記憶されるデータ
をバックアップすれば、必ずしもすべてのエリアに記憶されるデータをバックアップする
必要はない。例えば、スタックエリアとバックアップエリア５０３ａとに記憶されるデー
タをバックアップし、作業エリアに記憶されるデータをバックアップしない構成としても
よい。
【０１３７】
　かかるＲＯＭ５０２及びＲＡＭ５０３を内蔵したＣＰＵ５０１には、アドレスバス及び
データバス等で構成されるバスライン５０４を介して入出力ポート５０５が接続されてい
る。入出力ポート５０５には、後述するＲＡＭ消去スイッチ回路５４３、払出制御装置３



(23) JP 5223483 B2 2013.6.26

10

20

30

40

50

１１、サブ制御装置２６２、特別表示装置４３、普通図柄表示装置４１等が接続されてい
る。この構成により、上述した特別表示装置４３および普通図柄表示装置４１は、主制御
装置２６１により直接的に制御される。一方、装飾図柄表示装置４２は、サブ制御装置２
６２を介して制御される。
【０１３８】
　その他、便宜上、各種中継基板等の図示は省略するが、入出力ポート５０５には、入賞
口スイッチ２２１、カウントスイッチ２２３、第１契機対応ユニットスイッチ２２４ａ，
２２４ｂ、第２契機対応口スイッチ２２５などの各種検出スイッチや、各種基板などの各
種電気部品が接続されている。つまり、主制御装置２６１には、各種ケーブルコネクタの
コネクタを接続するための複数の端子部（基板側コネクタ）が設けられているが、これら
端子部等により、入出力ポート５０５が構成される。
【０１３９】
　サブ制御装置２６２（サブ制御基板）は、演算装置であるＣＰＵ５５１、該ＣＰＵ５５
１により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したＲＯＭ５５２、該Ｒ
ＯＭ５５２内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶
するメモリであるＲＡＭ５５３、入出力ポート５５４、バスライン５５５を備えるととも
に、その他にも図示しない割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路等を
備えている。ＲＡＭ５５３は、ＣＰＵ５５１による各種プログラムの実行時に使用される
ワークデータやフラグを一時的に記憶するメモリである。
【０１４０】
　入出力ポート５５４には、バスライン５５５を介してＣＰＵ５５１、ＲＯＭ５５２、Ｒ
ＡＭ５５３が接続されるとともに、表示制御装置４５が接続されている。さらに、入出力
ポート５５４には、スピーカＳＰ、演出ボタン１２５、各種電飾部及びランプ１０２～１
０４が接続されている。
【０１４１】
　サブ制御装置２６２のＣＰＵ５５１は、例えば主制御装置２６１から送信される指令信
号（例えば変動パターンコマンド）に基づいて表示制御装置４５に表示制御を実行させ、
装飾図柄表示装置４２に表示させる。なお、上記のように、本実施形態では、主制御装置
２６１が制御する特別表示装置４３にて大当たりか否かを表示するようになっており、サ
ブ制御装置２６２が制御する装飾図柄表示装置４２では、前記特別表示装置４３の表示に
合わせた表示が行われる。
【０１４２】
　また、払出制御装置３１１は、払出装置３５８により賞球や貸し球の払出制御を行うも
のである。演算装置であるＣＰＵ５１１は、そのＣＰＵ５１１により実行される制御プロ
グラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ５１２と、ワークメモリ等として使用されるＲ
ＡＭ５１３とを備えている。
【０１４３】
　払出制御装置３１１のＲＡＭ５１３は、主制御装置２６１のＲＡＭ５０３と同様に、Ｃ
ＰＵ５１１の内部レジスタの内容やＣＰＵ５１１により実行される制御プログラムの戻り
先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種フラグ及びカウンタ、Ｉ／Ｏ等の値が記
憶される作業エリア（作業領域）と、バックアップエリア５１３ａとを備えている。
【０１４４】
　ＲＡＭ５１３は、パチンコ機１０の電源のオフ後においても電源装置３１３からバック
アップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）できる構成となっており、スタッ
クエリア、作業エリア及びバックアップエリア５１３ａに記憶されるすべてのデータがバ
ックアップされるようになっている。なお、少なくともスタックエリアとバックアップエ
リア５１３ａとに記憶されるデータをバックアップすれば、必ずしもすべてのエリアに記
憶されるデータをバックアップする必要はない。例えば、スタックエリアとバックアップ
エリア５１３ａとに記憶されるデータをバックアップし、作業エリアに記憶されるデータ
をバックアップしない構成としてもよい。
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【０１４５】
　バックアップエリア５１３ａは、停電などの発生により電源が切断された場合において
、電源の再入時にパチンコ機１０の状態を電源切断前の状態に復帰させるべく、電源切断
時のスタックポインタや、各レジスタ、Ｉ／Ｏ等の値を記憶しておくエリアである。この
バックアップエリア５１３ａへの書き込みは、メイン処理によって電源切断時に実行され
、バックアップエリア５１３ａに書き込まれた各値の復帰は電源入時のメイン処理におい
て実行される。なお、主制御装置２６１のＣＰＵ５０１と同様、ＣＰＵ５１１のＮＭＩ端
子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路５４２から停電信号ＳＫ１が入力
されるように構成されており、その停電信号ＳＫ１がＣＰＵ５１１へ入力されると、停電
時処理としてのＮＭＩ割込み処理が即座に実行される。
【０１４６】
　作業エリアには、払出制御装置３１１による賞球の払出許可が設定される払出許可フラ
グと、主制御装置２６１から送信されたコマンドを受信した場合に設定されるコマンド受
信フラグと、主制御装置２６１から送信されたコマンドが記憶されるコマンドバッファと
が設けられている。
【０１４７】
　払出許可フラグは、賞球の払出許可を設定するフラグであり、主制御装置２６１から賞
球の払出を許可する特定のコマンドが送信され、その特定のコマンドを受信した場合にオ
ンされ、初期設定の処理又は電源遮断前へ復帰された場合にオフされる。本実施形態では
、特定のコマンドは、払出制御装置３１１のＲＡＭ５１３の初期処理の指示をする払出初
期化コマンドと、賞球の払出を指示する賞球コマンドと、主制御装置２６１が復電された
場合に送信される払出復帰コマンドの３つである。
【０１４８】
　コマンド受信フラグは、払出制御装置３１１がコマンドを受信したか否かを確認するフ
ラグであり、いずれかのコマンドを受信した場合にオンされ、払出許可フラグと同様に、
初期設定の処理又は電源遮断前へ復帰された場合にオフされるとともに、コマンド判定処
理により受信されたコマンドの判定が行われた場合にオフされる。
【０１４９】
　コマンドバッファは、主制御装置２６１から送信されるコマンドを一時的に記憶するリ
ングバッファで構成されている。
【０１５０】
　かかるＲＯＭ５１２及びＲＡＭ５１３を内蔵したＣＰＵ５１１には、アドレスバス及び
データバスで構成されるバスライン５１４を介して入出力ポート５１５が接続されている
。入出力ポート５１５には、ＲＡＭ消去スイッチ回路５４３、主制御装置２６１、発射制
御装置３１２、払出装置３５８等がそれぞれ接続されている。
【０１５１】
　カードユニット接続基板３１４は、パチンコ機１０前面の貸球操作部（球貸しボタン１
２１及び返却ボタン１２２）と、遊技ホール等にてパチンコ機１０の側方に配置されるカ
ードユニット（球貸しユニット）とにそれぞれ電気的に接続され、遊技者による球貸し操
作の指令を取り込んでそれをカードユニットに出力するものである。なお、カードユニッ
トを介さずに球貸し装置等から上皿１９に遊技球が直接貸し出される現金機では、カード
ユニット接続基板３１４を省略することも可能である。
【０１５２】
　発射制御装置３１２は、発射装置６０による遊技球の発射を許可又は禁止するものであ
り、発射装置６０は、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的には、払出
制御装置３１１から発射許可信号が出力されていること、遊技者がハンドル１８をタッチ
していることをセンサ信号により検出していること、発射を停止させる発射停止スイッチ
が操作されていないことを条件に、発射装置６０が駆動され、ハンドル１８の操作量に応
じた強度で遊技球が発射される。
【０１５３】
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　表示制御装置４５は、サブ制御装置２６２からの指示に従い、装飾図柄表示装置４２に
おける装飾図柄の変動表示を実行するものである。この表示制御装置４５は、ＣＰＵ５２
１と、プログラムＲＯＭ５２２と、ワークＲＡＭ５２３と、ビデオＲＡＭ５２４と、キャ
ラクタＲＯＭ５２５と、ビデオディスプレイプロセッサ（ＶＤＰ）５２６と、入力ポート
５２７と、出力ポート５２９と、バスライン５３０，５３１とを備えている。入力ポート
５２７にはサブ制御装置２６２の入出力ポート５５４が接続されている。また、入力ポー
ト５２７には、バスライン５３０を介して、ＣＰＵ５２１、プログラムＲＯＭ５２２、ワ
ークＲＡＭ５２３、ＶＤＰ５２６が接続されている。また、ＶＤＰ５２６にはバスライン
５３１を介して出力ポート５２９が接続されており、その出力ポート５２９には液晶表示
装置たる装飾図柄表示装置４２が接続されている。
【０１５４】
　表示制御装置４５のＣＰＵ５２１は、サブ制御装置２６２から送信される表示コマンド
を入力ポート５２７を介して受信するとともに、受信コマンドを解析し又は受信コマンド
に基づき所定の演算処理を行ってＶＤＰ５２６の制御（具体的にはＶＤＰ５２６に対する
内部コマンドの生成）を実施する。これにより、装飾図柄表示装置４２における表示制御
を行う。
【０１５５】
　プログラムＲＯＭ５２２は、そのＣＰＵ５２１により実行される各種の制御プログラム
や固定値データを記憶するメモリであり、ワークＲＡＭ５２３は、ＣＰＵ５２１による各
種プログラムの実行時に使用されるワークデータやフラグを一時的に記憶するメモリであ
る。
【０１５６】
　ビデオＲＡＭ５２４は、装飾図柄表示装置４２に表示される表示データを記憶するメモ
リであり、このビデオＲＡＭ５２４の内容を書き替えることにより、装飾図柄表示装置４
２の表示内容が変更される。キャラクタＲＯＭ５２５は、装飾図柄表示装置４２に表示さ
れる図柄などのキャラクタデータを記憶するメモリである。
【０１５７】
　ＶＤＰ５２６は、装飾図柄表示装置４２に組み込まれたＬＣＤドライバ（液晶駆動回路
）を直接操作する一種の描画回路である。ＶＤＰ５２６はＩＣチップ化されているため「
描画チップ」とも呼ばれ、その実体は、描画処理専用のファームウェアを内蔵したマイコ
ンチップとでも言うべきものである。ＶＤＰ５２６は、ＣＰＵ５２１、ビデオＲＡＭ５２
４等のそれぞれのタイミングを調整してデータの読み書きに介在するとともに、ビデオＲ
ＡＭ５２４に記憶される表示データを所定のタイミングで読み出して装飾図柄表示装置４
２に表示させる。
【０１５８】
　また、電源装置３１３は、パチンコ機１０の各部に電力を供給する電源部５４１と、停
電等による電源遮断を監視する停電監視回路５４２と、ＲＡＭ消去スイッチ３２３に接続
されてなるＲＡＭ消去スイッチ回路５４３とを備えている。
【０１５９】
　電源部５４１は、図示しない電源経路を通じて、主制御装置２６１や払出制御装置３１
１等に対して各々に必要な動作電源を供給する。その概要としては、電源部５４１は、外
部より供給される交流２４ボルト電源を取り込み、各種スイッチやモータ等を駆動する＋
１２Ｖ電源、ロジック用の＋５Ｖ電源、ＲＡＭバックアップ用のバックアップ電源などを
生成し、これら＋１２Ｖ電源、＋５Ｖ電源及びバックアップ電源を主制御装置２６１や払
出制御装置３１１等に対して供給する。なお、発射制御装置３１２に対しては払出制御装
置３１１を介して動作電源（＋１２Ｖ電源、＋５Ｖ電源等）が供給される。同様に、各種
スイッチやモータ等には、これらが接続される制御装置を介して動作電源が供給されるこ
ととなる。
【０１６０】
　停電監視回路５４２は、停電等の発生による電源断時に、主制御装置２６１のＣＰＵ５
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０１及び払出制御装置３１１のＣＰＵ５１１の各ＮＭＩ端子へ停電信号ＳＫ１を出力する
回路である。停電監視回路５４２は、電源部５４１から出力される最大電圧である直流安
定２４ボルトの電圧を監視し、この電圧が２２ボルト未満になった場合に停電（電源断）
の発生と判断して、停電信号ＳＫ１を主制御装置２６１及び払出制御装置３１１へ出力す
る。この停電信号ＳＫ１の出力によって、主制御装置２６１及び払出制御装置３１１は、
停電の発生を認識し、停電時処理（ＮＭＩ割込み処理）を実行する。
【０１６１】
　なお、電源部５４１は、直流安定２４ボルトの電圧が２２ボルト未満になった後におい
ても、かかる停電時処理の実行に充分な時間の間、制御系の駆動電圧である５ボルトの出
力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置２６１及び払出制御装
置３１１は、停電時処理を正常に実行し完了することができる。
【０１６２】
　ＲＡＭ消去スイッチ回路５４３は、ＲＡＭ消去スイッチ３２３のスイッチ信号を取り込
み、そのスイッチ３２３の状態に応じて主制御装置２６１のＲＡＭ５０３及び払出制御装
置３１１のＲＡＭ５１３のバックアップデータをクリアする回路である。ＲＡＭ消去スイ
ッチ３２３が押下された際、ＲＡＭ消去スイッチ回路５４３は、ＲＡＭ消去信号ＳＫ２を
主制御装置２６１及び払出制御装置３１１に出力する。ＲＡＭ消去スイッチ３２３が押下
された状態でパチンコ機１０の電源が投入されると（停電解消による電源入を含む）、主
制御装置２６１及び払出制御装置３１１においてそれぞれのＲＡＭ５０３，５１３のデー
タがクリアされる。
【０１６３】
　以上詳述したように、本実施形態では、ベース側連結部４０８とカバー側連結部４４２
とにかけて硬化性樹脂層４６１が形成されており、ベース側連結部４０８とカバー側連結
部４４２との連結状態を解除することができない構成となっている。従って、基板ボック
ス２６３を２つ用意したとしても、開封の痕跡のない（無傷の）ボックスベース２６３ａ
及びボックスカバー２６３ｂを得ることは不可能となる。その結果、取り替えたことが分
からないように主制御装置２６１やＲＯＭ５０２等を不正に交換するといった行為を防止
することができ、また万一不正開封が行われてもそのような事態を早期に且つ容易に発見
可能とすることができる。
【０１６４】
　また、本実施形態では、基板ボックス２６３を開封するためには、ボックスカバー２６
３ｂのうち主制御装置２６１を収容する内部空間を構成する部位（カバー本体４４１）を
基板ボックス２６３から除去する必要がある。このため、開封の痕跡が非常に目立つこと
となり、不正開封を早期発見することができる。
【０１６５】
　さらに、切除用スリット４５５がボックスカバー２６３ｂに形成され、カバー本体４４
１が基板ボックス２６３から除去される構成であることにより、基板ボックス２６３の前
面側を確認しなければ（パチンコ機１０の背面に回動可能に取付けられている基板ボック
ス２６３を回動させてみないと）、開封の痕跡を発見することができないといった事態を
回避することができ、不正開封を早期発見するといった上記作用効果が一層確実に奏され
る。
【０１６６】
　また、遊技ホール等において基板ボックスを開封し、基板ボックス２６３から主制御装
置２６１を取出して点検や交換を行った後、破断ねじ４０５を用いて内蓋２６４をボック
スベース２６３ａに固定することにより、基板ボックス２６３を再度封印することができ
る。かかる破断ねじ４０５及び内蓋２６４は、基板ボックス２６３の開封前の状態（連結
部４０８、４４２及び硬化性樹脂層４６１による基板ボックス２６３の封印状態）におい
て、基板ボックス２６３の内部に未使用の状態で収容されている。従って、基板ボックス
２６３を再度封印する際に部材（内蓋２６４や破断ねじ４０５）を別途用意する必要がな
く、作業性の向上等を図ることができる。また、内蓋２６４や破断ねじ４０５を紛失して
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しまうといった事態を防止することができる。
【０１６７】
　さらに、ボックスカバー２６３ｂに設けられたカバー側放熱孔４４５と、内蓋２６４に
蓋側放熱孔４２７とが互いにずれた位置に設けられている。このため、カバー側放熱孔４
４５と蓋側放熱孔４２７とを介して線材等を基板ボックス２６３の内部に侵入させ、主制
御装置２６１に誤作動を働きかけるといった不正行為を防止することができる。
【０１６８】
　また、ベース側連結部４０８とカバー側連結部４４２とを連結する硬化性樹脂層４６１
は、係止部４１３の係止孔４５６への挿通方向において互いに対向するベース側連結部４
０８（延出壁部４１１）とカバー側連結部４４２（係止壁部４５３）との間に形成される
充填部４６２と、充填部４６２と係止孔４５６とを連通させる連通部４６３と、係止部４
１３が挿通状態とされた係止孔４５６とに形成されている。特に、充填部４６２に形成さ
れた硬化性樹脂層４６１は、延出壁部４１１と、隔壁部４１６と、土台部４１２と、係止
壁部４５３とに囲まれ（係止孔４５６の開口側からみて係止壁部４５３の奥側に位置し）
、除去することが非常に困難（事実上不可能）となっている。従って、硬化性樹脂層４６
１を除去して基板ボックス２６３を不正開封するといった事態を確実に防止することがで
きる。
【０１６９】
　加えて、接続金具２８１と連結される結合部４７１は、切除用スリット４５５に沿って
ボックスカバー２６３ｂが破断されることで、基板ボックス２６３から除去されることと
なるカバー本体４４１に設けられている。従って、切除用スリット４５５に沿ってボック
スカバー２６３ｂを破断して基板ボックス２６３を開封すると、結合部４７１が基板ボッ
クス２６３から別離するため、その後、基板ボックス２６３を、元の姿勢で（連結部４０
８、４４２及び硬化性樹脂層４６１によって封印状態とされていたときの基板ボックス２
６３と変わりなく）パチンコ機１０に取付けることが不可能となる。結果として、基板ボ
ックス２６３が開封されたことを早期発見することができるといった作用効果が一層確実
に奏される。
【０１７０】
　なお、上述した実施形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい。
【０１７１】
　（ａ）基板ボックス２６３を封印する構成は特に限定されるものではなく、基板ボック
ス２６３を少なくとも二回封印することができ、かつ、一回目の封印状態を解除する際に
、ボックスベース２６３ａ及びボックスカバー２６３ｂのうち主制御装置２６１を収容す
る内部空間を形成する部位（本体部）に開封の痕跡を残さなければ、二回目の封印を行う
ことができない構成となっていればよい。
【０１７２】
　例えば、上記実施形態では、光硬化性樹脂を用いてベース側連結部４０８とカバー側連
結部４４２とを連結しているが、その他の樹脂により硬化性樹脂層４６１を形成してもよ
い。つまり、当初液状又はペースト状をなし、充填後、硬化する性質を有する樹脂であれ
ばよい。例えば、紫外線を照射することで硬化する紫外線硬化性樹脂や、基板ボックス２
６３に悪影響を与えないものであれば、熱硬化性樹脂や熱可塑性樹脂を採用してもよい。
【０１７３】
　尚、上記実施形態では言及しなかったが、「光硬化性樹脂」としては、例えば、エポキ
シ系、オキセタン系等が挙げられる。また、「紫外線硬化性樹脂」としては、硬化機構が
紫外線にのみよるものに限られるものではなく、空気中の湿度による硬化、金属イオンに
よる嫌気性硬化、若干の加熱による硬化、硬化触媒による硬化などの複合硬化によるもの
であってもよい。加えて、熱硬化性樹脂としては、例えばフェノール樹脂、メラニン樹脂
、ユリア樹脂等が挙げられる。熱可塑性樹脂としては、ポリエチレン、ポリプロピレン等
のポリオレフィン、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル、ポリアミド、アクリ
ル、ＡＢＳ等が挙げられる。
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【０１７４】
　また、ベース側連結部４０８とカバー側連結部４４２との連結に関し、螺着後に工具係
合部（十字穴等）が形成された部位を除去することのできる破断ねじや、取外す方向に回
すことのできないワンウェイねじを用いることとしてもよい。
【０１７５】
　以下、図１７に示す態様例について説明する。図１７（ａ）は一回目の封印状態にある
基板ボックス２６３を示す断面図であり、図１７（ｂ）は二回目の封印状態にある基板ボ
ックス２６３を示す断面図である。
【０１７６】
　図１７（ａ）に示すように、基板ボックス２６３は、前壁部７０１とベース側周壁部７
０２とを備え、後方（図１７では左方）に開口する箱状のボックスベース２６３ａと、後
壁部７１１とカバー側周壁部７１２とを備え、前方に開口する箱状のボックスカバー２６
３ｂとを備えている。
【０１７７】
　ボックスベース２６３ａには、ベース側周壁部７０２の内周側において、枠状の基板収
容部７０４が設けられている。当該基板収容部７０４の内側に、主制御装置２６１が嵌合
状態で設置されている。また、ボックスベース２６３ａの上辺部及び下辺部には、ベース
側周壁部７０２の後縁部からベース側周壁部７０２の外周側に延出するベース側連結部７
０６が設けられている。さらに、ベース側周壁部７０２には、ベース側周壁部７０２の内
外周方向に貫通するねじ孔（図示略）が形成されている。
【０１７８】
　ボックスカバー２６３ｂの上辺部及び下辺部には、カバー側周壁部７１２の前縁部から
カバー側周壁部７１２の外周側に延出するカバー側連結部７１４が設けられている。当該
カバー側連結部４４２は、ベース側連結部４０８と突き合わされた状態で、破断ねじ７２
１によりベース側連結部４０８と固定されている。
【０１７９】
　また、ボックスカバー２６３ｂには、後壁部７１１から後方に突出する枠部７１６が設
けられている。枠部７１６は、カバー側周壁部７１２よりも一回り小さく構成されている
。また、ボックスベース２６３ａのベース側周壁部７０２と基板収容部７０４との間には
隙間が形成されており、基板ボックス２６３の組付け状態においては、枠部７１６は、基
板ボックス２６３を前後方向に見て、ベース側周壁部７０２と基板収容部７０４との間に
位置している。さらに、枠部７１６の後方への突出長は、基板ボックス２６３の組付け状
態において、ボックスベース２６３ａの前壁部７０１と、ボックスカバー２６３ｂの後壁
部７１１との間の距離と同じ、又は、それよりも長くなっている。加えて、枠部７１６に
は、枠部７１６の内外周方向において貫通するねじ孔（図示略）が形成されている。
【０１８０】
　さらに、カバー側周壁部７１２のうち、後壁部７１１との境界部には、カバー側周壁部
７１２の周方向に沿って切除用スリット７１８が所定間隔毎に形成されている。また、
　当該基板ボックス２６３の一回目の封印は、上記のように、ベース側連結部７０６及び
カバー側連結部７１４に対して破断ねじ７２１を螺着することにより行われる。
【０１８１】
　また、基板ボックス２６３の開封は、切除用スリット７１８に沿ってボックスカバー２
６３ｂを破断することにより行われる。
【０１８２】
　さらに、基板ボックス２６３を再度封印する場合、図１７（ｂ）に示すように、まず、
枠部７１６をボックスベース２６３ａの内側に挿通させるようにして、ボックスベース２
６３ａとボックスカバー２６３ｂとを突き合せる。これにより、枠部７１６の先端部が、
ベース側周壁部７０２と基板収容部７０４との間に位置し、枠部７１６の外側面とベース
側周壁部７０２の内側面とが略当接状態とされる。また、ベース側周壁部７０２に形成さ
れたねじ孔と、枠部７１６に形成されたねじ孔とが位置合わせされ、両ねじ孔に対して破
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断ねじ７３１が螺着される。これにより、基板ボックス２６３が再度封印される。尚、破
断ねじ７３１は、当初、基板ボックス２６３の内側に収容されていることとしてもよい。
【０１８３】
　以上のような構成（基板ボックス２６３を再度封印するための封印手段（枠部７１６）
がボックスカバー２６３ｂと一体的に形成されているタイプ）を採用する場合、基板ボッ
クス２６３を開封すると主制御装置２６１を収容する内部空間を構成する部位が一旦除去
され、再度基板ボックス２６３を封印する場合には、基板ボックス２６３の外観が大きく
変化するため、上記実施形態と同様に、不正開封を早期発見することができるといった作
用効果が奏される。また、本態様例によれば、内蓋２６４を別途製造する必要がないため
、製造作業性の向上が図られる。但し、パチンコ機１０の背面側に基板ボックス２６３の
設置スペース（前後のスペース）をそれ程確保できない場合、基板ボックス２６３の大型
化を抑制するべく、上記実施形態のように内蓋２６４を設けることが望ましい。
【０１８４】
　（ｂ）上記実施形態では、基板ボックス２６３に関し、全部で２回封印状態とすること
ができる構成となっているが、３回以上封印状態とすることのできる構成としてもよい。
【０１８５】
　（ｃ）上記実施形態では、破断部としての切除用スリット４５５がボックスカバー２６
３ｂに形成されているが、ボックスベース２６３ａに切除用スリット４５５を形成するこ
ととしてもよい。また、ベース側連結部４０８及びカバー側連結部４４２の両方に切除用
スリット４５５を形成することとしてもよい。
【０１８６】
　また、上記実施形態では、結合部４７１をボックスカバー２６３ｂに設けているが、ボ
ックスベース２６３ａに設けることとしてもよい。
【０１８７】
　（ｄ）上記実施形態において、内蓋２６４の背面に対し、作業者が保持することのでき
るつまみ部を設けることとしてもよい。例えば、図１８に示すように、内蓋２６４の背面
に対して左右一対の凹部８０１を形成し、切除用スリット４５５を破断し、基板ボックス
２６３からカバー本体４４１を別離させた後、一対の凹部８０１に指を入れて、凹部８０
１間の部位をつまんで内蓋２６４を取外すことのできる構成としてもよい。このような構
成を採用する場合、基板ボックス２６３に対して内蓋２６４を着脱する際の作業性の向上
を図ることができる。
【０１８８】
　また、主制御装置２６１に対して、後方に突出するつまみ部を設けることとしてもよい
。この場合、基板ボックス２６３に対して主制御装置２６１を着脱する際の作業性の向上
を図ることができる。
【０１８９】
　（ｅ）上記実施形態において、切除用スリット４５５に沿ってボックスカバー２６３ｂ
が破断されることで接続金具２８１に接続することができなくなった基板ボックス２６３
を、パチンコ機１０本体の所定部位において保持可能な保持手段を設けることとしてもよ
い。例えば、図１９に示すように、ボックスカバー２６３ｂの破断後において接続金具２
８１に接続された状態で残されるカバー本体４４１の背面下部に対し、略Ｌ字状の引っ掛
け部８５１を左右一対で設け、基板ボックス２６３の下部を左右一対の引っ掛け部８５１
の内側に嵌め込むことで、基板ボックス２６３がカバー本体４４１及び接続金具２８１を
介して裏枠セット２１５に支持されるといった構成を採用してもよい。このような構成を
採用する場合、コネクタケーブルを介して基板ボックス２６３をぶら下げるような場合に
比べ、受側コネクタ２６５、差込側コネクタ、ケーブル、及び主制御装置２６１（制御基
板２６１ａ、２６１ｂ）への負担を抑制することができる。また、基板ボックス２６３の
位置決めを行うことができ、内枠１２を開閉する際に基板ボックス２６３がばたついて内
枠１２と衝突し、衝突音が発生したり、基板ボックス２６３、ひいては主制御装置２６１
が損傷したりしてしまうといった事態を抑制することができる。さらに、基板ボックス２
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６３の位置決めを行うことができることにより、基板ボックス２６３によって内枠１２の
開閉動作が阻害されてしまったり、遊技ホール等におけるパチンコ機１０の背面側のメン
テナンスが行い難くなってしまったりする等の不具合を防止することができる。加えて、
引っ掛け部８５１はカバー本体４４１に設けられていることから、基板ボックス２６３以
外の部材の形状を変更する必要がなく、結果的に、構成の簡素化が図られる。
【０１９０】
　尚、保持手段の構成は特に限定されるものではなく、例えば、ねじ収容部４０６に前後
に貫通する引っ掛け孔を設けるとともに、カバー本体４４１に対して略Ｌ字状の引っ掛け
部を設け、ねじ係止部４０７から破断ねじ４０５を取外すことで後方に露出する引っ掛け
孔に対し、引っ掛け部を挿通させて引っ掛けることができる構成としてもよい。
【０１９１】
　（ｆ）上記実施形態では、ボックスベース２６３ａ及びボックスカバー２６３ｂを前後
に重なるようにして衝き合せた後、ボックスベース２６３ａに対してボックスカバー２６
３ｂを左右方向にスライドさせることでボックスベース２６３ａとボックスカバー２６３
ｂとが組付けられているが、特にこのような構成に限定されるものではなく、ボックスベ
ース２６３ａ及びボックスカバー２６３ｂを突き合せてから上下方向に相対変位させるこ
とで組付けたり、ボックスベース２６３ａ及びボックスカバー２６３ｂを前後に重ねて押
付けることで組付けたり、ボックスベース２６３ａに対してボックスカバー２６３ｂの一
側部側を軸支させてから回動させることで組付けたりすることとしてもよい。
【０１９２】
　（ｇ）上記実施形態では、接続金具２８１の差込部２８６を結合部４７１に挿通させる
ことで、結合部４７１内に設けられた係止金具４９３に差込部２８６の鉤部２８７（鉤爪
部２８７ａ）が係止される。これにより、接続金具２８１（裏枠セット２１５）に基板ボ
ックス２６３が取付けられるのであるが、特にこのような構成に限定されるものではない
。例えば、接続金具２８１の先端部に略箱状のケース体を設けるとともに、ケース体の内
部に係止金具４９３を設け、一方、基板ボックス２６３に対して、前記係止金具４９３に
係止される鉤部を有する結合部としての差込部を設けてもよい。この場合、差込部を接続
金具２８１のケース体に挿通させることで、接続金具２８１（裏枠セット２１５）に基板
ボックス２６３が取付けられることとなる。
【０１９３】
　また、上記実施形態では、基板ボックス２６３が裏枠セット２１５に対して開閉可能に
構成されているが、基板ボックス２６３を裏枠セット２１５に対して開閉不能に取付ける
こととしてもよい。
【０１９４】
　（ｈ）上記実施形態では特に言及しなかったが、例えば、有色透明の光硬化性樹脂を使
用し、硬化性樹脂層４６１の色を、基板ボックス２６３の本体部と同じく無色透明な材料
により構成されるベース側連結部４０８及びカバー側連結部４４２の色と異ならせること
としてもよい。この場合、ベース側連結部４０８及びカバー側連結部４４２と、硬化性樹
脂層４６１との境界部が明確に表れるため、例えば、不正行為者が硬化性樹脂層４６１を
除去した際に連結部４０８、４４２が削れた場合、再度、光硬化性樹脂を注入しても、光
硬化性樹脂が連結部４０８、４４２の削れた部位に入り込むこととなる。従って、このよ
うな部位の有無を確認することにより、不正開封を把握することができる。また、硬化性
樹脂層４６１と連結部４０８、４４２との色が異なり、かつ、連結部４０８、４４２が透
明であることから、封印部材４０１の内部空間４２１に対して確実に光硬化性樹脂が充填
されているか否かを連結部４０８、４４２越しに目視で確認することができる。
【０１９５】
　（ｉ）主制御装置２６１を収容する基板ボックス２６３のみならず、その他の制御装置
を収容する基板ボックスに関しても、基板ボックス２６３と同様の構成を具備することと
してもよい。
【０１９６】
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　（ｊ）上記実施形態において、ベース側連結部４０８及びカバー側連結部４４２のうち
少なくとも一方（両方が望ましい）から充填部４６２の内側に突出するストッパーを設け
ることとしてもよい。以下、図２０に示す態様例を説明する。尚、図２０（ａ）では、図
示された係止部４１３が挿通・係止される係止孔４５６の図示を省略している。
【０１９７】
　図２０（ａ）に示すように、ベース側連結部４０８には、隔壁部４１６と土台部４１２
とを連結するようにしてベース側ストッパー９０１が設けられ、カバー側連結部４４２に
は、係止壁部４５３から前方（ベース側連結部４０８側）に突出するカバー側ストッパー
９０２が設けられている。カバー側ストッパー９０２は、基板ボックス２６３の組付け状
態において、延出壁部４１１、土台部４１２、及び隔壁部４１６により囲まれる空間（充
填部４６２）の内側に挿通される。また、ベース側ストッパー９０１及びカバー側ストッ
パー９０２は、左右方向（ボックスカバー２６３ｂのスライド方向）において互いに離間
しており、本態様例では、ベース側ストッパー９０１は係止部４１３の左側（背面視では
右側）に位置し、カバー側ストッパー９０２は係止部４１３の右側（背面視では左側）に
位置している。これにより、ベース側ストッパー９０１とカバー側ストッパー９０２との
間に位置する充填部４６２が係止孔４５６と連通し、係止孔４５６に光硬化性樹脂を注入
することで、当該充填部４６２に光硬化性樹脂が充填されることとなる。そして、かかる
光硬化性樹脂を硬化させることで、図２０（ｂ）に示すように、ベース側ストッパー９０
１とカバー側ストッパー９０２との間に位置する充填部４６２において硬化性樹脂層４６
１が形成されることとなる。
【０１９８】
　このような構成を採用する場合、ボックスベース２６３ａに対し、ボックスカバー２６
３ｂを右側にずらすようにして、ボックスカバー２６３ｂを取外し方向（図２０の矢印方
向）に相対変位させようとすると、カバー側ストッパー９０２の変位が、充填部４６２に
形成された硬化性樹脂層４６１により規制されるとともに、当該硬化性樹脂層４６１の変
位が、ベース側ストッパー９０１により規制されることとなる。このため、係止孔４５６
に形成された硬化性樹脂層４６１が除去され、ボックスカバー２６３ｂに対して取外し方
向に無理やり力が加えられることで、充填部４６２に形成された硬化性樹脂層４６１が破
断され、ベース側連結部４０８及びカバー側連結部４４２の連結状態が解除されてしまう
といった事態を防止することができる。従って、より確実に、充填部４６２に形成された
硬化性樹脂層４６１を除去しない限り、ベース側連結部４０８及びカバー側連結部４４２
の連結状態を解除することができない構成とすることができ、封印状態の安定化を図るこ
とができる。尚、上記のように、充填部４６２に形成された硬化性樹脂層４６１を除去す
ることは事実上不可能であり、当該硬化性樹脂層４６１を除去するためには、基板ボック
ス２６３（ベース側連結部４０８及びカバー側連結部４４２）に所定の痕跡を形成しなけ
ればならない。
【０１９９】
　（ｋ）上記実施形態とは異なるタイプのパチンコ機として実施してもよい。また、パチ
ンコ機以外にも、アレンジボール機、それに類する雀球等の各種遊技機、回胴式遊技機と
してのスロットマシンや、スロットマシンとパチンコ機とを融合した形式の遊技機などと
して実施してもよい。
【０２００】
　［付記］
　上記実施形態から把握できる技術的思想について、以下に記載する。
【０２０１】
　手段１．各種制御手段を具備する制御基板を収容するボックスベースと、
　前記ボックスベースの開口部を覆うボックスカバーと、
　前記ボックスベースと前記ボックスカバーとを連結して制御基板を封印する連結手段と
、
　前記連結手段による前記基板ボックスの封印状態が解除された後、再度、制御基板を封
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印するための封印手段とを具備する基板ボックスを備え、
　前記連結手段は、前記ボックスベース及び前記ボックスカバーに対して取外し不可能に
設けられ、前記連結手段を用いて、前記ボックスベースと前記ボックスカバーとを連結状
態とすると、当該連結状態を解除不可能となり、
　前記ボックスベース及び前記ボックスカバーのうち、制御基板を収容する内部空間を形
成する本体部の一部を前記基板ボックスから除去することで、前記連結手段による前記基
板ボックスの封印状態が解除される（前記基板ボックスが開封される）ことを特徴とする
遊技機。
【０２０２】
　手段１によれば、連結手段によるボックスベースとボックスカバーとの連結状態を解除
することができない構成となっている。従って、基板ボックスを２つ用意したとしても、
開封の痕跡のない（無傷の）ボックスベース及びボックスカバーを得ることは不可能とな
る。その結果、取り替えたことが分からないように制御基板やＲＯＭ等の制御手段を不正
に交換するといった行為を防止することができ、また万一不正開封が行われてもそのよう
な事態を早期に且つ容易に発見可能とすることができる。
【０２０３】
　さらに、本手段では、連結手段による封印状態を解除する（基板ボックスを開封する）
ためには、基板ボックスの本体部の一部を基板ボックスから除去する必要がある。このた
め、開封の痕跡が非常に目立つこととなり、不正開封を早期発見することができる。
【０２０４】
　また、封印手段の存在により、遊技ホール等において、連結手段による基板ボックスの
封印状態を解除し、基板ボックスから制御基板を取出して点検や交換を行った後、封印手
段によって基板ボックスを再度封印することができる。
【０２０５】
　尚、「連結状態を解除不可能」とあるのは、基板ボックスに所定の痕跡を形成しなけれ
ば連結状態を解除することができないといった意味を含む趣旨である。また、制御手段と
しては、制御プログラムや固定値データを記憶したＲＯＭ、ＲＯＭ内に記憶される制御プ
ログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するメモリであるＲＡＭ、及び各
種回路等を内蔵した１チップマイコンとしてのＣＰＵ等が挙げられる。
【０２０６】
　手段２．前記本体部には、破断することによって、前記本体部に対し、制御基板を取出
すことのできる取出開口部が形成される破断部が設けられていることを特徴とする手段１
に記載の遊技機。
【０２０７】
　手段２によれば、破断部が設けられていることにより、連結手段による封印状態を解除
する際の作業性の向上を図ることができる。尚、破断部は、連結手段による基板ボックス
の封印状態を解除する際に（基板ボックスを開封する際に）、工具を用いて切断したり、
手で折り取ったりすることができるように、基板ボックスに予め形成される部位である。
【０２０８】
　手段３．前記破断部は、前記基板ボックスのうち、当該基板ボックスの遊技機本体への
取付状態（遊技機本体の背面側にセットされた状態）において、前記遊技機本体と対向す
る対向面とは反対側の面に形成されていることを特徴とする手段２に記載の遊技機。
【０２０９】
　手段３によれば、基板ボックスの対向面側を確認しなければ、開封の痕跡を発見するこ
とができないといった事態を回避することができ、不正開封を早期発見するといった上記
作用効果が一層確実に奏される。
【０２１０】
　手段４．前記封印手段は、前記連結手段による前記基板ボックスの封印状態において、
未使用の状態（非封印状態）で前記基板ボックスに搭載されていることを特徴とする手段
１乃至３のいずれかに記載の遊技機。
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【０２１１】
　手段４によれば、基板ボックスを再度封印する際に封印手段を別途用意する必要がなく
、作業性の向上等を図ることができる。
【０２１２】
　手段５．各種制御手段を具備する制御基板を収容するボックスベースと、
　前記ボックスベースに収容された制御基板を覆う内蓋と、
　前記ボックスベースの開口部を覆い、前記ボックスベースとの間に前記内蓋を収容する
ボックスカバーと、
　前記ボックスベースと前記ボックスカバーとを連結して制御基板を封印する連結手段と
、
　前記連結手段による前記基板ボックスの封印状態が解除された後、前記ボックスベース
と前記内蓋とを連結して、再度、制御基板を封印するための封印部材とを具備する基板ボ
ックスを備え、
　前記連結手段は、前記ボックスベース及び前記ボックスカバーに対して取外し不可能に
設けられ、前記連結手段を用いて、前記ボックスベースと前記ボックスカバーとを連結状
態とすると、当該連結状態を解除不可能となる構成であって、
　前記基板ボックスには、破断することによって、制御基板を収容する内部空間を形成す
る本体部に対し、前記内蓋及び制御基板を取出すことのできる取出開口部が形成される破
断部が設けられ、
　前記破断部を破断して前記本体部の一部を前記基板ボックスから除去することで、前記
連結手段による前記基板ボックスの封印状態が解除される（前記基板ボックスが開封され
る）ことを特徴とする遊技機。
【０２１３】
　手段５によれば、基本的に上記手段１及び手段２と同様の作用効果が奏される。また、
内蓋の存在により、確実に制御基板を再度封印することができる。尚、手段４では、内蓋
及び封印部材が上記手段１の封印手段に相当する。
【０２１４】
　手段６．前記破断部は、前記基板ボックスのうち、当該基板ボックスの遊技機本体への
取付状態（遊技機本体の背面側にセットされた状態）において、前記遊技機本体と対向す
る対向面とは反対側の面に形成されていることを特徴とする手段５に記載の遊技機。
【０２１５】
　手段６によれば、上記手段３と同様の作用効果が奏される。
【０２１６】
　手段７．前記基板ボックスは、前記連結手段による前記基板ボックスの封印状態におい
て、未使用の前記封印部材を収容しておく部材収容部を備えていることを特徴とする手段
５又は６に記載の遊技機。
【０２１７】
　手段７によれば、基板ボックスを再度封印する際に封印部材を別途用意する必要がなく
、作業性の向上等を図ることができる。また、封印部材は基板ボックスに収容されている
ことから、封印部材を紛失してしまうといった事態を防止することができる。
【０２１８】
　手段８．前記ボックスカバー及び前記内蓋には、制御基板に設けられた受側コネクタに
差込側コネクタを接続するためのカバー側コネクタ開口部及び蓋側コネクタ開口部と、制
御基板から発せられる熱を前記基板ボックスの外部に逃がすためのカバー側放熱孔及び蓋
側放熱孔とが設けられ、
　前記蓋側コネクタ開口部は、前記カバー側コネクタ開口部に臨む位置に設けられ、
　前記蓋側放熱孔は、前記基板ボックスを前記カバー側放熱孔の開口側から見て、前記ボ
ックスカバーを構成する壁部の奥側に設けられていることを特徴とする手段５乃至７のい
ずれかに記載の遊技機。
【０２１９】
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　手段８によれば、ボックスカバー及び内蓋にそれぞれ設けられたコネクタ開口部の位置
が一致しているため、確実にコネクタ接続を行うことができる。また、ボックスカバー及
び内蓋にそれぞれ設けられた放熱孔が互いにずれた位置に設けられているため、カバー側
放熱孔と蓋側放熱孔とを介して線材等を基板ボックスの内部に侵入させ、制御基板に誤作
動を働きかけるといった不正行為を防止することができる。尚、「前記カバー側放熱孔と
前記蓋側放熱孔とを介して前記基板ボックスに収容されている制御基板を視認することが
困難又は不可能となっていること」としてもよい。
【０２２０】
　手段９．前記内蓋は、前記ボックスカバーとの対向面において、作業者が保持可能なつ
まみ部を備えていることを特徴とする手段５乃至８のいずれかに記載の遊技機。
【０２２１】
　手段９によれば、基板ボックスに対して内蓋を着脱する際の作業性の向上を図ることが
できる。尚、制御基板に関しても、ボックスカバーとの対向面においてつまみ部を備えて
いることとしてもよい。この場合、基板ボックスに対して制御基板を着脱する際の作業性
の向上を図ることができる。
【０２２２】
　手段１０．前記連結手段は、前記ボックスベースに設けられたベース側連結部と、前記
ボックスカバーに設けられたカバー側連結部と、前記ベース側連結部と前記カバー側連結
部とにかけて形成される硬化性樹脂層とを備え、
　前記ベース側連結部及び前記カバー側連結部のうち一方側には、他方側に向けて突出し
、略先端部において爪部が形成された係止部が設けられ、他方側には、前記係止部を挿通
可能な係止孔と、前記係止孔に挿通状態とされた前記係止部の前記爪部と係止状態とされ
る支持部とが設けられ、
　前記係止部を前記係止孔に挿通させるようにして前記ボックスベースと前記ボックスカ
バーとを突き合せた後、前記爪部の突出方向に沿って前記ボックスベースに対して前記ボ
ックスカバーを相対変位させることで、前記係止部の前記爪部が前記支持部に係止され、
前記ボックスベースと前記ボックスカバーとが組み付けられる構成であって、
　前記硬化性樹脂層は、前記ボックスベースと前記ボックスカバーとの組付け状態におい
て、前記係止部が挿通状態とされた前記係止孔に対して硬化性樹脂を注入（充填）し、硬
化させることにより形成されていることを特徴とする手段１乃至９のいずれかに記載の遊
技機。
【０２２３】
　手段１０によれば、硬化性樹脂を用いて、比較的容易にボックスベース及びボックスカ
バーを取外し不可能に連結することができる。
【０２２４】
　尚、開封の痕跡が残らないように破断部を破断することなく基板ボックスを開封するた
めには、硬化性樹脂層を除去し、係止部と支持部との係止状態を解除する必要がある。し
かしながら、係止孔の内側に形成された硬化性樹脂層をきれいに除去することは非常に困
難である。従って、連結手段の連結状態を解除するといった不正行為を抑止することがで
きるとともに、開封の痕跡が残らないように基板ボックスが開封されてしまうといった事
態をより確実に防止することができる。
【０２２５】
　尚、硬化性樹脂とあるのは、当初液状又はペースト状をなし、充填後、硬化する性質を
有する樹脂をいう。硬化性樹脂としては、
　（１）光硬化性樹脂…レーザ光等の光を照射することで硬化する樹脂、
　（２）紫外線硬化性樹脂…紫外線を照射することで硬化する樹脂、
　（３）その他…基板ボックスに悪影響を与えないものであれば、熱硬化性樹脂や熱可塑
性樹脂等が挙げられる。「光硬化性樹脂」としては、例えば、エポキシ系、オキセタン系
等が挙げられる。「紫外線硬化性樹脂」としては、硬化機構が紫外線にのみよるものに限
られるものではなく、空気中の湿度による硬化、金属イオンによる嫌気性硬化、若干の加
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熱による硬化、硬化触媒による硬化などの複合硬化によるものであってもよい。熱硬化性
樹脂としては、例えばフェノール樹脂、メラニン樹脂、ユリア樹脂等が挙げられる。熱可
塑性樹脂としては、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン、ポリエチレンテ
レフタレート等のポリエステル、ポリアミド、アクリル、ＡＢＳ等が挙げられる。
【０２２６】
　手段１１．前記ボックスベースと前記ボックスカバーとの組付け状態においては、前記
係止部の前記係止孔への挿通方向において互いに対向する前記ベース側連結部と前記カバ
ー側連結部との間に形成される充填部と、前記充填部と前記係止孔とを連通させる連通部
とが形成され、
　前記係止孔に対して硬化性樹脂を注入することにより、硬化性樹脂が前記連通部を介し
て前記充填部に充填されるとともに、当該硬化性樹脂が硬化されることにより、前記充填
部、前記連通部、及び前記係止孔のうち少なくとも前記充填部に対して前記硬化性樹脂層
が形成されることを特徴とする手段１０に記載の遊技機。
【０２２７】
　手段１１によれば、充填部に形成された硬化性樹脂層を除去することが非常に困難（事
実上不可能）となる。従って、上記手段１０の作用効果が一層確実に奏される。
【０２２８】
　手段１２．前記基板ボックスは、遊技機本体に取付けられた接続部材と連結される結合
部を備え、
　前記結合部は、前記連結手段による封印状態を解除する際に、前記破断部が破断される
ことで、前記基板ボックスから除去される部位に設けられていることを特徴とする手段１
乃至１１のいずれかに記載の遊技機。
【０２２９】
　手段１２によれば、破断部を破断して基板ボックスを開封すると、結合部が基板ボック
スから別離する。このため、封印手段により封印状態とされた基板ボックスを、元の姿勢
で（連結手段によって封印状態とされていたときの基板ボックスと変わりなく）遊技機本
体に取付けることが不可能となる。従って、基板ボックスが開封されたことを早期発見す
ることができるといった作用効果が一層確実に奏される。尚、「前記破断部は周状に設け
られ、前記結合部は前記破断部の内周側に設けられていること」としてもよい。
【０２３０】
　手段１３．前記破断部が破断されて前記接続部材から別離した状態にある前記基板ボッ
クスを、遊技機本体の所定部位において保持可能な保持手段を備えていることを特徴とす
る手段１２に記載の遊技機。
【０２３１】
　手段１３によれば、コネクタケーブルを介して基板ボックスを遊技機本体にぶら下げる
ような場合に比べ、コネクタケーブルや制御基板への負担を抑制することができる。また
、基板ボックスの位置決めを行うことができ、遊技機本体（内枠等）を開閉する際に基板
ボックスがばたついて遊技機本体と衝突し、衝突音が発生したり、基板ボックス、ひいて
は制御基板が損傷したりしてしまうといった事態を抑制することができる。さらに、基板
ボックスの位置決めを行うことができることにより、基板ボックスによって遊技機本体の
開閉動作が阻害されてしまったり、遊技ホール等における遊技機（背面側）のメンテナン
スが行い難くなってしまったりする等の不具合を防止することができる。
【０２３２】
　尚、「前記基板ボックスのうち、前記破断部が破断されることで前記基板ボックスから
別離する部位に係止部が設けられ、前記破断部が破断されることで前記接続部材から別離
する部位に被係止部が設けられていること」としてもよい。この場合、遊技機の基板ボッ
クス以外の部材の形状を変更する必要がなく、結果的に、構成の簡素化が図られる。
【０２３３】
　以下に、上記各手段が適用される各種遊技機の基本構成を示す。
【０２３４】
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　Ａ．上記各手段における前記遊技機は弾球遊技機であること。より詳しい態様例として
は、「遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハンドル）と、当該操作手段の操作に基づ
いて遊技球を弾いて発射する発射手段（発射モータ等）と、当該発射された遊技球が案内
される遊技領域と、前記遊技領域内に配置された各入球手段（一般入賞口、可変入賞装置
、作動口等）とを備えた弾球遊技機」が挙げられる。
【０２３５】
　Ｂ．上記各手段における前記遊技機は略鉛直方向に延びる遊技領域を備えた弾球遊技機
であること。より詳しい態様例としては、「遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハン
ドル）と、当該操作手段の操作に基づいて遊技球を弾いて発射する発射手段（発射モータ
等）と、当該発射された遊技球が案内され、略鉛直方向に沿って延びる所定の遊技領域（
例えば遊技領域は遊技盤面等により構成される）と、前記遊技領域内に配置された各入球
手段（一般入賞口、可変入賞装置、作動口等）とを備え、前記遊技領域を流下する遊技球
の挙動を視認可能に構成されてなる弾球遊技機」が挙げられる。
【０２３６】
　Ｃ．上記各手段における前記遊技機、又は、上記各弾球遊技機は、パチンコ機又はパチ
ンコ機に準ずる遊技機であること。
【０２３７】
　Ｄ．上記各手段における遊技機は、スロットマシン等の回胴式遊技機であること。より
詳しい態様例としては、「複数の識別情報（図柄）からなる識別情報列（図柄列；具体的
には図柄の付されたリール、ベルト等の回転体）を変動表示（具体的にはリール等の回転
）した後に識別情報列を停止表示する可変表示手段（具体的にはリールユニット等の回転
体ユニット）を備え、始動用操作手段（具体的にはスタートレバー）の操作に起因して識
別情報（図柄）の変動が開始され、停止用操作手段（具体的にはストップボタン）の操作
に起因して識別情報（図柄）の変動が停止され、その停止時に有効ライン上に揃った識別
情報が特定の識別情報であることを条件に遊技価値が付与されるよう構成した回胴式遊技
機」が挙げられる。
【０２３８】
　Ｅ．上記各手段における遊技機は、スロットマシンとパチンコ機とを融合した形式の遊
技機（特に遊技球を遊技媒体として使用するスロットマシン仕様の遊技機）であること。
より詳しい態様例としては、「複数の識別情報（図柄）からなる識別情報列（図柄列；具
体的には図柄の付されたリール、ベルト等の回転体）を変動表示（具体的にはリール等の
回転）した後に識別情報列を停止表示する可変表示手段（具体的にはリールユニット等の
回転体ユニット）を備え、始動用操作手段（具体的にはスタートレバー）の操作に起因し
て識別情報（図柄）の変動が開始され、停止用操作手段（具体的にはストップボタン）の
操作に起因して識別情報（図柄）の変動が停止され、その停止時に有効ライン上に揃った
識別情報が特定の識別情報であることを条件に遊技価値が付与されるよう構成し、さらに
球受皿（上皿等）を設けてその球受皿から遊技球を取り込む取込手段と、前記球受皿に遊
技球の払出しを行う払出手段とを備え、前記取込手段により遊技球が取り込まれることに
より遊技の開始条件が成立するように構成した遊技機」が挙げられる。
【図面の簡単な説明】
【０２３９】
【図１】一実施形態におけるパチンコ機を示す正面図である。
【図２】パチンコ機を示す斜視図である。
【図３】内枠及び前面枠セットを開放した状態を示す斜視図である。
【図４】内枠および遊技盤等の構成を示す正面図である。
【図５】パチンコ機の構成を示す背面図である。
【図６】内枠及び裏パックユニット等を開放した状態を示す斜視図である。
【図７】裏枠セットに取付けられた状態にある基板ボックスの斜視図である。
【図８】裏枠セットへの取付前の状態にある基板ボックスの斜視図である。
【図９】基板ボックスの正面図（背面図）である。
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【図１０】基板ボックスの分解斜視図である。
【図１１】ねじ収容部を示す説明図である。
【図１２】結合部を示す分解斜視図である。
【図１３】（ａ）はベース側連結部及びカバー側連結部を示す部分斜視図であり、（ｂ）
、（ｃ）は基板ボックスの連結部位を示す断面図である。
【図１４】切除用スリットに沿ってボックスカバーを破断して、カバー本体を別離させた
状態にある基板ボックスを示す斜視図である。
【図１５】切除用スリットに沿ってボックスカバーを破断して、カバー本体を別離させた
状態にある基板ボックスを示す斜視図である。
【図１６】パチンコ機の主な電気的構成を示すブロック図である。
【図１７】別の実施形態における基板ボックスを示す断面図である。
【図１８】別の実施形態における内蓋等を示す斜視図である。
【図１９】別の実施形態におけるボックスカバー（カバー本体）を示す斜視図である。
【図２０】（ａ）は、別の実施形態におけるベース側連結部及びカバー側連結部を示す部
分斜視図であり、（ｂ）は、別の実施形態における基板ボックスの連結部位を示す断面図
である。
【符号の説明】
【０２４０】
　１０…パチンコ機、２６１…制御基板としての主制御装置、２６３…基板ボックス、２
６３ａ…ボックスベース、２６３ｂ…ボックスカバー、２６４…封印手段を構成する内蓋
、２６５…受側コネクタ、２８１…接続部材としての接続金具、２８６…差込部、４０５
…破断ねじ、４０６…部材収容部としてのねじ収容部、４０８…ベース側連結部、４１３
…係止部、４１５…爪部、４２６…蓋側コネクタ開口部、４２７…蓋側放熱孔、４４２…
カバー側連結部、４４４…カバー側コネクタ開口部、４４５…カバー側放熱孔、４５５…
破断部を構成する切除用スリット、４５６…係止孔、４５７…支持部、４６１…硬化性樹
脂層、４６２…充填部、４６３…連通部、４７１…結合部、５００…取出開口部。
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